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第４章 推進体制と進行管理 

 

１ 推進体制 

計画に位置付けられた事業を所管する庁内の消費者行政関係課室長で構成する「愛知

県消費者行政推進会議」において、計画の進捗状況や消費生活に関する問題解決のため

の情報交換を行い、消費者施策の計画的・効率的な推進を図ります。 

また、県内市町村の消費者行政担当課で構成する「愛知県消費者行政連絡協議会」を

開催し、消費者問題に関する情報の共有に努めるとともに緊密な連携を図り、市町村と

一体となって消費者行政を推進します。 

 

２ 消費者団体、事業者団体等との連携・協働 

消費者の利益を守り、向上させることなどを目的として活動する消費者団体は、本県

の消費者行政の推進に大きな役割を担っています。 

また、事業者団体においては、苦情処理窓口の充実や消費者への積極的な情報提供、

消費者教育など、自主的な取組を行っています。 

県は、これらの団体等と連携・協働して、消費者行政を効果的、効率的に推進します。 

 

３ 進行管理 

消費者行政の推進を図り、進捗状況を把握するため、別表のとおり数値目標等を設定

します。 

数値目標等や施策実施の状況については、毎年度、愛知県消費生活審議会へ報告し、

確認・評価を受けるとともに、その結果の施策への反映に努めます。 

 

４ 諸情勢の変化に伴う計画の見直し 

消費者を取り巻く状況の変化や国の動向などを見極め、迅速かつ効果的な施策の推進

を図るため、必要がある場合は、審議会の意見を踏まえて、計画の見直しを行います。 

 

５ 県民への情報提供 

計画について県民への周知を図るとともに、毎年度、計画の進捗状況をウェブサイト

「あいち暮らしＷＥＢ」において公表します。 
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第４章 推進体制と進行管理

１ 推進体制

2 消費者団体、事業者団体等との連携・協働

3 進行管理

4 諸情勢の変化に伴う計画の見直し

5 県民への情報提供

（別表）　あいち消費者安心プラン2024　数値目標等

目　　標
数値目標等

項　　目 現状（2018年度） 目標（2024年度）

《 １ 》

消費者被害の救済・

未然防止の強化

《 ２ 》

主体性のある消費者

の育成

《 ３ 》

消費生活の安全・

安心の確保

消費生活相談あっせん解決率

消費者被害防止に取り組む高齢者等の
見守りネットワークの人口カバー率

悪質事業者に対する厳正な法執行

商品等の表示に係る店頭調査件数

消費者教育教材「社会への扉」を
活用した実践的授業の実施率

「消費者教育担い手（団体等）リスト」
の登録件数

ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」
へのアクセス件数

エシカル消費ポータルサイトへの
アクセス件数

ＳＮＳ等のフォロワー件数

ＨＡＣＣＰに基づいた自治体認定制度
に基づく新規認定施設数

家畜保健衛生所による県内畜産農家
（小規模を除く）への立入検査実施率

消費者事故の未然防止に向けた
情報発信回数

88.3％

17.9％

適正に実施
（処分件数１件）

36件

県立高等学校
21.5％

県立特別支援学校
3.4％

私立高等学校等
0％
　

76件

427,111件
（2015～2018年度平均）

－

781件
（2020年2月末現在）

89施設

100％

60回

95％以上

85％以上

適正に実施

40件
（毎年度）

県立高等学校
100％

県立特別支援学校
100％

私立高等学校等
70％以上
（毎年度）

100件以上

430,000件
（毎年度）

5,000件
（毎年度）

1,500件

５施設
（毎年度）

100％

100回以上
（毎年度）
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具体的施策一覧（担当課室は、2020年４月１日現在） 
 

目標１ 消費者被害の救済・未然防止の強化 

１ 県と市町村が連携した地域の消費者問題解決力強化 

(1) 愛知県消費生活総合センターの機能強化（地域における中核的相談機関） 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

1 

専門分野チーム・研

究会における調査・

研究 

広域性・専門性の高い相談に的確に対応するため、消費生活

相談員で構成された「専門分野チーム」において、情報通信等

の消費生活の専門分野を継続的に調査研究します。 

県民生活課 

弁護士会との連携

による解決困難事

案の早期解決及び

対応力の強化・向上 

解決困難な事案に対しては、愛知県弁護士会との連携を図

り、法的解釈やあっせん困難事案への助言を受けることで、早

期解決と相談対応力の強化・向上を図ります。 

県民生活課 

専門家（アドバイザ

ー）による指導・助

言 

「専門分野チーム」での研究会において、消費生活相談業務

を始め、消費者教育、事業者指導等の業務を的確に行うに当た

り、各分野の専門家である「消費者行政アドバイザー」から、

より専門性の高い分野について助言を受けます。 

県民生活課 

消費生活相談員の

研修の充実 

消費生活相談員の資質の向上を図るため、国民生活センター

等専門機関が実施する研修を受講させるとともに、有識者を始

め、消費者団体、事業者団体を講師とした消費生活や多重債務

に係る専門的かつ実践的な研修を実施します。 

県民生活課 

土日相談の実施 

土日に相談窓口を開設していない市町村の業務を補完する

とともに、緊急時の相談に対応するため、引き続き土日相談を

実施します。 

県民生活課 

県内の消費生活相

談情報の一元的集

約・分析及び情報提

供 

県消費生活総合センターや市町村の消費生活センター等に

寄せられた相談情報について、市町村分を含め県で一元的に集

約し、内容を分析することにより、消費者トラブル情報「あい

ちクリオ通信」等の発行やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」

などを通じて、県民へタイムリーで効果的な注意喚起を行い、

消費者被害のさらなる未然防止・拡大防止を図ります。 

また、相談状況を的確に把握し、事業者指導の着実な実施に

つなげます。 

県民生活課 

消費生活相談員の

処遇改善 

相談対応力の一層の強化を図るため、被害救済の第一線にお

いて重要な役割を担う消費生活相談員について、必要な処遇改

善を引き続き検討・実施します。 

県民生活課 
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(2) 市町村消費生活センター等の定着・機能強化及び市町村との連携・支援 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

2 

「消費生活相談員

人材バンク」による

相談員候補者の情

報提供 

市町村における消費生活相談員の安定的な確保を図るため、

消費生活センター等への就職を希望する者を「消費生活相談員

人材バンク」に登録してもらい、市町村からの求めに応じて、

相談員の情報を提供します。 

県民生活課 

3 

市町村消費生活セ

ンター等定着・機能

強化のための支援 

市町村職員を対象に「消費生活相談体制の充実・強化に係る

研究会」を開催し、市町村消費生活センター等の定着、一層の

機能強化を図るため、他県の先導的な取組や消費生活センター

等周知の方法等、市町村に参考となる情報を提供します。 

県民生活課 

4 
指定消費生活相談

員の配置 

県消費生活総合センターに、市町村による消費生活相談への

支援を行う指定消費生活相談員（消費者安全法第 10 条の４）を

配置することにより、市町村への助言、協力、情報の提供、そ

の他の援助を行います。 

県民生活課 

5 

「市町村ホットラ

イン」等による相談

処理支援 

「市町村ホットライン（県と市町村との専用回線）」により、

市町村の消費生活相談員等からの問い合わせに対し、県の消費

生活相談員が助言をすることで、解決困難な事案に対するバッ

クアップなどの支援を行うとともに、市町村職員向けにも、「消

費生活相談処理簡易マニュアル」を作成し、内容の充実を図る

など、市町村における相談処理の支援を行います。 

県民生活課 

6 
支援弁護士制度の

活用による支援 

愛知県弁護士会との連携により、市町村消費生活相談員が法

律的な助言を必要とする場合、地域の弁護士会の窓口に電話で

の助言を求める体制を運用し、市町村における相談処理の支援

を行います。 

県民生活課 

7 

巡回指導、実践研修

（ＯＪＴ）による市

町村相談員に対す

る直接支援 

市町村への巡回指導や県消費生活総合センターにおける実

践研修（ＯＪＴ）の実施により、市町村の相談体制への支援を

行うとともに、市町村消費生活相談員の実務能力向上の支援を

行います。 

県民生活課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的施策一覧

目標１ 消費者被害の救済・未然防止の強化
取組１　県と市町村が連携した地域の消費者問題解決力強化
（1）  愛知県消費生活総合センターの機能強化（地域における中核的相談機関）

（担当課室は、2020年４月１日現在）

（2）  市町村消費生活センター等の定着・機能強化及び市町村との連携・支援
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具体的施策一覧（担当課室は、2020年４月１日現在） 
 

目標１ 消費者被害の救済・未然防止の強化 

１ 県と市町村が連携した地域の消費者問題解決力強化 

(1) 愛知県消費生活総合センターの機能強化（地域における中核的相談機関） 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

1 

専門分野チーム・研

究会における調査・

研究 

広域性・専門性の高い相談に的確に対応するため、消費生活

相談員で構成された「専門分野チーム」において、情報通信等

の消費生活の専門分野を継続的に調査研究します。 

県民生活課 

弁護士会との連携

による解決困難事

案の早期解決及び

対応力の強化・向上 

解決困難な事案に対しては、愛知県弁護士会との連携を図

り、法的解釈やあっせん困難事案への助言を受けることで、早

期解決と相談対応力の強化・向上を図ります。 

県民生活課 

専門家（アドバイザ

ー）による指導・助

言 

「専門分野チーム」での研究会において、消費生活相談業務

を始め、消費者教育、事業者指導等の業務を的確に行うに当た

り、各分野の専門家である「消費者行政アドバイザー」から、

より専門性の高い分野について助言を受けます。 

県民生活課 

消費生活相談員の

研修の充実 

消費生活相談員の資質の向上を図るため、国民生活センター

等専門機関が実施する研修を受講させるとともに、有識者を始

め、消費者団体、事業者団体を講師とした消費生活や多重債務

に係る専門的かつ実践的な研修を実施します。 

県民生活課 

土日相談の実施 

土日に相談窓口を開設していない市町村の業務を補完する

とともに、緊急時の相談に対応するため、引き続き土日相談を

実施します。 

県民生活課 

県内の消費生活相

談情報の一元的集

約・分析及び情報提

供 

県消費生活総合センターや市町村の消費生活センター等に

寄せられた相談情報について、市町村分を含め県で一元的に集

約し、内容を分析することにより、消費者トラブル情報「あい

ちクリオ通信」等の発行やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」

などを通じて、県民へタイムリーで効果的な注意喚起を行い、

消費者被害のさらなる未然防止・拡大防止を図ります。 

また、相談状況を的確に把握し、事業者指導の着実な実施に

つなげます。 

県民生活課 

消費生活相談員の

処遇改善 

相談対応力の一層の強化を図るため、被害救済の第一線にお

いて重要な役割を担う消費生活相談員について、必要な処遇改

善を引き続き検討・実施します。 

県民生活課 
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(2) 市町村消費生活センター等の定着・機能強化及び市町村との連携・支援 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

2 

「消費生活相談員

人材バンク」による

相談員候補者の情

報提供 

市町村における消費生活相談員の安定的な確保を図るため、

消費生活センター等への就職を希望する者を「消費生活相談員

人材バンク」に登録してもらい、市町村からの求めに応じて、

相談員の情報を提供します。 

県民生活課 

3 

市町村消費生活セ

ンター等定着・機能

強化のための支援 

市町村職員を対象に「消費生活相談体制の充実・強化に係る

研究会」を開催し、市町村消費生活センター等の定着、一層の

機能強化を図るため、他県の先導的な取組や消費生活センター

等周知の方法等、市町村に参考となる情報を提供します。 

県民生活課 

4 
指定消費生活相談

員の配置 

県消費生活総合センターに、市町村による消費生活相談への

支援を行う指定消費生活相談員（消費者安全法第 10 条の４）を

配置することにより、市町村への助言、協力、情報の提供、そ

の他の援助を行います。 

県民生活課 

5 

「市町村ホットラ

イン」等による相談

処理支援 

「市町村ホットライン（県と市町村との専用回線）」により、

市町村の消費生活相談員等からの問い合わせに対し、県の消費

生活相談員が助言をすることで、解決困難な事案に対するバッ

クアップなどの支援を行うとともに、市町村職員向けにも、「消

費生活相談処理簡易マニュアル」を作成し、内容の充実を図る

など、市町村における相談処理の支援を行います。 

県民生活課 

6 
支援弁護士制度の

活用による支援 

愛知県弁護士会との連携により、市町村消費生活相談員が法

律的な助言を必要とする場合、地域の弁護士会の窓口に電話で

の助言を求める体制を運用し、市町村における相談処理の支援

を行います。 

県民生活課 

7 

巡回指導、実践研修

（ＯＪＴ）による市

町村相談員に対す

る直接支援 

市町村への巡回指導や県消費生活総合センターにおける実

践研修（ＯＪＴ）の実施により、市町村の相談体制への支援を

行うとともに、市町村消費生活相談員の実務能力向上の支援を

行います。 

県民生活課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的施策一覧

目標１ 消費者被害の救済・未然防止の強化
取組１　県と市町村が連携した地域の消費者問題解決力強化
（1）  愛知県消費生活総合センターの機能強化（地域における中核的相談機関）

（担当課室は、2020年４月１日現在）

（2）  市町村消費生活センター等の定着・機能強化及び市町村との連携・支援
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

8 

市町村消費生活相

談員等研修の充実・

強化 

市町村消費生活相談員の資質の向上を支援するため、有識者

を始め、消費者団体、事業者団体の講師による専門的かつ実践

的な研修を実施するほか、県の「専門分野チーム」の活動で得

たノウハウ・知識を市町村消費生活相談員に広く共有し、市町

村の相談業務に活かすことができるよう、専門分野チーム・フ

ィードバック研修を実施することで、消費生活相談員の研修機

会の確保を図ります。 

併せて、市町村職員向け研修の充実を図ることによって、職

員による相談業務のバックアップを始め、消費者行政推進体制

を強化します。 

県民生活課 

9 
「消費者行政連絡

協議会」による連携 

県と市町村で構成する「愛知県消費者行政連絡協議会」を開

催し、情報の共有に努めるとともに緊密な連携を図り、地域全

体で消費者問題の解決に取り組みます。 

県民生活課 

10 

「市町村消費生活

センター長会議」の

開催 

県と市町村が現状や課題等を共有し、それぞれの役割におい

て消費生活相談体制の充実・強化を図ることが重要であること

から、センター長の役割を始め、実務の課題について意見交換・

情報共有を行う「市町村消費生活センター長会議」を開催しま

す。 

県民生活課 

11 
消費生活センター

等の認知度の向上 

県消費生活総合センターと市町村の消費生活センター等の

認知度を高めるため、消費生活情報「あいち暮らしっく」や市

町村の広報誌等により、その存在と役割を広く県民に周知する

とともに、身近な消費生活センター等につながる「消費者ホッ

トライン１８８(いやや)」の普及啓発を行い、利用を促すこと

で、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。 

県民生活課 

12 
多重債務者無料巡

回相談の実施 

市町村における多重債務相談対応の充実・強化を支援するた

め、県と市町村、愛知県弁護士会及び愛知県司法書士会が連携

して、市町村の依頼に応じた無料巡回法律相談を実施します。 

県民生活課 

 
２ 高度情報化・国際化の進展に対応した消費者被害防止・救済対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

13 

専門分野チーム・研

究会における調査・

研究（再掲） 

広域性・専門性の高い相談に的確に対応するため、消費生活

相談員で構成された「専門分野チーム」において、情報通信等

の消費生活の専門分野を継続的に調査研究します。 

県民生活課 

14 
新たな消費者問題

への的確な対応 

消費者向け電子商取引等に関連する法改正や国の施策の状

況、情報通信技術や情報通信機器に関する最新の情報を収集

し、新たな消費者問題に的確に対応します。 

県民生活課 
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３ 増加する外国人県民等への対応など相談体制の充実・強化 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

15 

多言語による相談

体制の構築（「あい

ち多文化共生セン

ター」との連携） 

「あいち多文化共生センター」と連携して、外国語を母国語

とする、通訳等が必要な外国人向けの消費生活専門相談に多言

語で対応できるような相談体制を構築します。 

県民生活課 
社会活動推進課 
多文化共生推進室 

16 

相談者の特性に配

慮した相談対応等

の調査・研究 

電話を使う機会が少ない傾向にある若年者や電話相談が困

難な相談者に配慮し、インターネットによるＳＮＳ、チャット

形式の相談など相談者の特性に合わせた効果的な相談対応等

を、国の動向等を踏まえながら調査・研究します。 

県民生活課 

 

４ 高齢者等を消費者被害から守る見守りネットワークの拡大 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

17 

「愛知県消費者安

全確保地域協議会」

の開催 

警察、医療機関、福祉関係者、消費者団体等で組織する「愛

知県消費者安全確保地域協議会」を開催し、高齢者等を消費者

被害から守る取組を行うための情報交換・協議を行うととも

に、市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進な

ど、地域の見守りネットワークの活動の拡大を図ります。 

県民生活課 

18 

市町村の見守りネ

ットワーク構築の

促進、支援 

高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、市町村の福祉部門

等において推進する「高齢者等見守りネットワーク」の構築及

び体制の充実強化に向けた取組と連携し、市町村における「消

費者安全確保地域協議会」の設置を働きかけ、高齢者等の消費

者被害の救済・未然防止に向けた地域の見守り活動の拡大を図

るとともに、実効性のある見守りが実施されるよう、会議や研

修を通して情報提供等の支援を行います。 

県民生活課 
高齢福祉課 
地域包括ケア・ 
認知症対策室 

19 
生活支援体制推進

会議の開催 

市町村における見守り・生活支援に関する事業等の実施状況

を取りまとめ、有識者、関係者、市町村代表による会議におい

て報告し、県内全域の情報共有・意見交換及び助言を踏まえ、

市町村の見守り・生活支援体制推進を図ります。 

高齢福祉課 
地域包括ケア・ 
認知症対策室 

20 
特殊詐欺対策の推

進 

オレオレ詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止のため、年金

支給日を中心として、金融機関等と連携した被害防止キャンペ

ーンを開催するとともに、警察本部から事業者に業務委託して

コールセンターを開設し、県民等に対して電話により、直接か

つ丁寧に注意喚起します。 

また、金融機関、コンビニエンスストア、生命保険会社など

の事業者と連携し、相互に情報共有を図りながら、被害の水際

阻止、顧客への注意喚起を行います。 

県民安全課 
（警察本部） 
生活安全総務課 

 

取組２　高度情報化・国際化の進展に対応した消費者被害防止・救済対策の推進

取組３　増加する外国人県民等への対応など相談体制の充実・強化

取組４　高齢者等を消費者被害から守る見守りネットワークの拡大
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

8 

市町村消費生活相

談員等研修の充実・

強化 

市町村消費生活相談員の資質の向上を支援するため、有識者

を始め、消費者団体、事業者団体の講師による専門的かつ実践

的な研修を実施するほか、県の「専門分野チーム」の活動で得

たノウハウ・知識を市町村消費生活相談員に広く共有し、市町

村の相談業務に活かすことができるよう、専門分野チーム・フ

ィードバック研修を実施することで、消費生活相談員の研修機

会の確保を図ります。 

併せて、市町村職員向け研修の充実を図ることによって、職

員による相談業務のバックアップを始め、消費者行政推進体制

を強化します。 

県民生活課 

9 
「消費者行政連絡

協議会」による連携 

県と市町村で構成する「愛知県消費者行政連絡協議会」を開

催し、情報の共有に努めるとともに緊密な連携を図り、地域全

体で消費者問題の解決に取り組みます。 

県民生活課 

10 

「市町村消費生活

センター長会議」の

開催 

県と市町村が現状や課題等を共有し、それぞれの役割におい

て消費生活相談体制の充実・強化を図ることが重要であること

から、センター長の役割を始め、実務の課題について意見交換・

情報共有を行う「市町村消費生活センター長会議」を開催しま

す。 

県民生活課 

11 
消費生活センター

等の認知度の向上 

県消費生活総合センターと市町村の消費生活センター等の

認知度を高めるため、消費生活情報「あいち暮らしっく」や市

町村の広報誌等により、その存在と役割を広く県民に周知する

とともに、身近な消費生活センター等につながる「消費者ホッ

トライン１８８(いやや)」の普及啓発を行い、利用を促すこと

で、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。 

県民生活課 

12 
多重債務者無料巡

回相談の実施 

市町村における多重債務相談対応の充実・強化を支援するた

め、県と市町村、愛知県弁護士会及び愛知県司法書士会が連携

して、市町村の依頼に応じた無料巡回法律相談を実施します。 

県民生活課 

 
２ 高度情報化・国際化の進展に対応した消費者被害防止・救済対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

13 

専門分野チーム・研

究会における調査・

研究（再掲） 

広域性・専門性の高い相談に的確に対応するため、消費生活

相談員で構成された「専門分野チーム」において、情報通信等

の消費生活の専門分野を継続的に調査研究します。 

県民生活課 

14 
新たな消費者問題

への的確な対応 

消費者向け電子商取引等に関連する法改正や国の施策の状

況、情報通信技術や情報通信機器に関する最新の情報を収集

し、新たな消費者問題に的確に対応します。 

県民生活課 

61 

 

３ 増加する外国人県民等への対応など相談体制の充実・強化 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

15 

多言語による相談

体制の構築（「あい

ち多文化共生セン

ター」との連携） 

「あいち多文化共生センター」と連携して、外国語を母国語

とする、通訳等が必要な外国人向けの消費生活専門相談に多言

語で対応できるような相談体制を構築します。 

県民生活課 
社会活動推進課 
多文化共生推進室 

16 

相談者の特性に配

慮した相談対応等

の調査・研究 

電話を使う機会が少ない傾向にある若年者や電話相談が困

難な相談者に配慮し、インターネットによるＳＮＳ、チャット

形式の相談など相談者の特性に合わせた効果的な相談対応等

を、国の動向等を踏まえながら調査・研究します。 

県民生活課 

 

４ 高齢者等を消費者被害から守る見守りネットワークの拡大 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

17 

「愛知県消費者安

全確保地域協議会」

の開催 

警察、医療機関、福祉関係者、消費者団体等で組織する「愛

知県消費者安全確保地域協議会」を開催し、高齢者等を消費者

被害から守る取組を行うための情報交換・協議を行うととも

に、市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進な

ど、地域の見守りネットワークの活動の拡大を図ります。 

県民生活課 

18 

市町村の見守りネ

ットワーク構築の

促進、支援 

高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、市町村の福祉部門

等において推進する「高齢者等見守りネットワーク」の構築及

び体制の充実強化に向けた取組と連携し、市町村における「消

費者安全確保地域協議会」の設置を働きかけ、高齢者等の消費

者被害の救済・未然防止に向けた地域の見守り活動の拡大を図

るとともに、実効性のある見守りが実施されるよう、会議や研

修を通して情報提供等の支援を行います。 

県民生活課 
高齢福祉課 
地域包括ケア・ 
認知症対策室 

19 
生活支援体制推進

会議の開催 

市町村における見守り・生活支援に関する事業等の実施状況

を取りまとめ、有識者、関係者、市町村代表による会議におい

て報告し、県内全域の情報共有・意見交換及び助言を踏まえ、

市町村の見守り・生活支援体制推進を図ります。 

高齢福祉課 
地域包括ケア・ 
認知症対策室 

20 
特殊詐欺対策の推

進 

オレオレ詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止のため、年金

支給日を中心として、金融機関等と連携した被害防止キャンペ

ーンを開催するとともに、警察本部から事業者に業務委託して

コールセンターを開設し、県民等に対して電話により、直接か

つ丁寧に注意喚起します。 

また、金融機関、コンビニエンスストア、生命保険会社など

の事業者と連携し、相互に情報共有を図りながら、被害の水際

阻止、顧客への注意喚起を行います。 

県民安全課 
（警察本部） 
生活安全総務課 

 

取組２　高度情報化・国際化の進展に対応した消費者被害防止・救済対策の推進

取組３　増加する外国人県民等への対応など相談体制の充実・強化

取組４　高齢者等を消費者被害から守る見守りネットワークの拡大

具
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62 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

21 

被害者層に応じた

被害防止活動の推

進 

高齢者に多いオレオレ詐欺、還付金等詐欺は、民生委員や顧

客を戸別訪問する事業者などと連携し、高齢者を戸別訪問して

の広報啓発を実施します。愛知県老人クラブ連合会と連携する

などして、高齢者の集まる場所での広報啓発を実施します。若

い世代にも被害が多い架空請求詐欺は、大学生ボランティアと

連携した若い世代への広報啓発を実施します。 

県民安全課 

22 

県民、事業者等と一

体となった被害防

止活動の推進 

新規の自主防犯団体に対し、防犯パトロール用資材を提供し

て、更なる自主防犯団体の設立を促進するとともに、「防犯ボラ

ンティアアカデミー」を開催し、防犯ボランティアの活動を活

発化させ、防犯意識の高揚と地域防犯力の向上を図ります。 

また、効果的な防犯活動の企画を自主防犯団体及びＮＰＯを

始めとした地域の団体から募集し、優良提案団体に事業を委託

するとともに、報告会の開催等により、広く県内各地に事業の

成果の普及を図ります。 

県民安全課 

23 
被害防止機器の普

及促進 

イベント等において被害防止電話等の被害防止機器を紹介

し、機器の普及に努めます。 
県民安全課 

24 

外国人に対する生

活設計に関する啓

発・支援 

住居や教育などに関する日本の制度についての情報不足や、

宗教や文化の違い等により、生計が立てられない・今後のライ

フプランに不安を抱えているといった外国人県民に対応する

ため、2019年度に作成した「外国人向け生活設計支援冊子」を

活用し、外国人及び外国人支援を行うＮＰＯなどに対し、出産・

教育・住居・年金・介護・終活等、各ライフステージにおける

生活設計の重要性や、助成制度等の知識を周知します。 

（６言語：ポルトガル語、中国語、フィリピン語、ベトナム語、

スペイン語、英語） 

社会活動推進課 
多文化共生推進室 

 

５ 悪質事業者に対する綿密な調査と厳正な処分 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

25 
綿密な調査と厳正

な処分 

消費生活相談において、詳細な内容を把握するとともに、不

当な取引行為を行う事業者の実態を明らかにするため、適正に

消費者聴取を行い、消費者の証言や物証を入手します。 

また、必要に応じて、法令に基づき、不当な取引行為を行う

疑いのある事業者の事業所への立入調査を行うとともに、必要

な報告を求めます。 

さらに、処分の根拠となる法の解釈等を弁護士等の専門家や

国とも相談しながら、厳正な処分を実施します。 

県民生活課 

63 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

26 調査力の向上 

法律や条例に基づく立入調査を忌避する目的で事業所を隠

匿・偽装するなどの、極めて悪質な事業者に対応するため、様々

な事例の研究・分析によるノウハウの蓄積や情報収集力の強化

など、調査力の向上を図ります。 

県民生活課 

27 
国及び近隣県等と

連携した調査・処分 

愛知、静岡、岐阜、三重の東海４県で、会議を定期的に開催

し、悪質事業者に関する情報交換等を行うなど、緊密な連携を

図るとともに、中部経済産業局とも連携し、同局及び近隣県と

合同して調査を行った上、同時の行政処分を実施します。 

また、被害情報に類似性がある他の都道府県とも必要に応じ

て連携し、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。 

消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する、不適正な広告

表示等については、国、近隣県等の関係機関と連携をとりなが

ら適正に調査を行い、措置命令等により、消費者の利益保護を

図ります。 

県民生活課 

28 
特定商取引法執行

関係機関との連携 

経済産業省中部経済産業局、愛知県警察本部及び名古屋市と

の連絡会議を開催し、悪質事業者についての情報交換を行うと

ともに、消費者庁から法解釈や全国の執行事例についての情報

を収集します。 

県民生活課 

 

６ 被害防止に向けた事業者指導の強化及び関係機関との連携 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

29 

不当な取引行為に

係る事業者指導の

実施 

不当な取引行為を行っている疑いがある事業者について、速

やかに情報提供を行うとともに、事業者に対し業務の改善を指

導することで、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。 

県民生活課 

30 
条例に基づく事業

者名の公表 

不当請求や架空請求など、短期間に被害が拡大すると見込ま

れる場合は、事業者名を速やかに公表し、消費者に注意喚起を

図ることで、新たな被害の発生を防止します。 

県民生活課 

31 
取締・指導監督機関

等との連携 

詐欺的な商法や美容医療、医薬品、化粧品等のうち問題とな

る商法・健康被害等に関する相談を端緒として、警察及び各監

督官庁等に対し、定期・随時に情報提供を行い、迅速かつ的確

な事業者の取締り・指導監督等の取組につなげます。 

なお、情報の提供に当たっては、個人情報保護に配慮します。 

庁内連携については、「愛知県消費者行政推進会議」を、他機

関連携については、個別分野の会議体等を活用し、情報交換を

行います。 

県民生活課 

 

取組５　悪質事業者に対する綿密な調査と厳正な処分

取組６　被害防止に向けた事業者指導の強化及び関係機関との連携

具
体
的
施
策一覧

62 63

具
体
的
施
策一覧



62 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

21 

被害者層に応じた

被害防止活動の推

進 

高齢者に多いオレオレ詐欺、還付金等詐欺は、民生委員や顧

客を戸別訪問する事業者などと連携し、高齢者を戸別訪問して

の広報啓発を実施します。愛知県老人クラブ連合会と連携する

などして、高齢者の集まる場所での広報啓発を実施します。若

い世代にも被害が多い架空請求詐欺は、大学生ボランティアと

連携した若い世代への広報啓発を実施します。 

県民安全課 

22 

県民、事業者等と一

体となった被害防

止活動の推進 

新規の自主防犯団体に対し、防犯パトロール用資材を提供し

て、更なる自主防犯団体の設立を促進するとともに、「防犯ボラ

ンティアアカデミー」を開催し、防犯ボランティアの活動を活

発化させ、防犯意識の高揚と地域防犯力の向上を図ります。 

また、効果的な防犯活動の企画を自主防犯団体及びＮＰＯを

始めとした地域の団体から募集し、優良提案団体に事業を委託

するとともに、報告会の開催等により、広く県内各地に事業の

成果の普及を図ります。 

県民安全課 

23 
被害防止機器の普

及促進 

イベント等において被害防止電話等の被害防止機器を紹介

し、機器の普及に努めます。 
県民安全課 

24 

外国人に対する生

活設計に関する啓

発・支援 

住居や教育などに関する日本の制度についての情報不足や、

宗教や文化の違い等により、生計が立てられない・今後のライ

フプランに不安を抱えているといった外国人県民に対応する

ため、2019年度に作成した「外国人向け生活設計支援冊子」を

活用し、外国人及び外国人支援を行うＮＰＯなどに対し、出産・

教育・住居・年金・介護・終活等、各ライフステージにおける

生活設計の重要性や、助成制度等の知識を周知します。 

（６言語：ポルトガル語、中国語、フィリピン語、ベトナム語、

スペイン語、英語） 

社会活動推進課 
多文化共生推進室 

 

５ 悪質事業者に対する綿密な調査と厳正な処分 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

25 
綿密な調査と厳正

な処分 

消費生活相談において、詳細な内容を把握するとともに、不

当な取引行為を行う事業者の実態を明らかにするため、適正に

消費者聴取を行い、消費者の証言や物証を入手します。 

また、必要に応じて、法令に基づき、不当な取引行為を行う

疑いのある事業者の事業所への立入調査を行うとともに、必要

な報告を求めます。 

さらに、処分の根拠となる法の解釈等を弁護士等の専門家や

国とも相談しながら、厳正な処分を実施します。 

県民生活課 

63 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

26 調査力の向上 

法律や条例に基づく立入調査を忌避する目的で事業所を隠

匿・偽装するなどの、極めて悪質な事業者に対応するため、様々

な事例の研究・分析によるノウハウの蓄積や情報収集力の強化

など、調査力の向上を図ります。 

県民生活課 

27 
国及び近隣県等と

連携した調査・処分 

愛知、静岡、岐阜、三重の東海４県で、会議を定期的に開催

し、悪質事業者に関する情報交換等を行うなど、緊密な連携を

図るとともに、中部経済産業局とも連携し、同局及び近隣県と

合同して調査を行った上、同時の行政処分を実施します。 

また、被害情報に類似性がある他の都道府県とも必要に応じ

て連携し、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。 

消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する、不適正な広告

表示等については、国、近隣県等の関係機関と連携をとりなが

ら適正に調査を行い、措置命令等により、消費者の利益保護を

図ります。 

県民生活課 

28 
特定商取引法執行

関係機関との連携 

経済産業省中部経済産業局、愛知県警察本部及び名古屋市と

の連絡会議を開催し、悪質事業者についての情報交換を行うと

ともに、消費者庁から法解釈や全国の執行事例についての情報

を収集します。 

県民生活課 

 

６ 被害防止に向けた事業者指導の強化及び関係機関との連携 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

29 

不当な取引行為に

係る事業者指導の

実施 

不当な取引行為を行っている疑いがある事業者について、速

やかに情報提供を行うとともに、事業者に対し業務の改善を指

導することで、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ります。 

県民生活課 

30 
条例に基づく事業

者名の公表 

不当請求や架空請求など、短期間に被害が拡大すると見込ま

れる場合は、事業者名を速やかに公表し、消費者に注意喚起を

図ることで、新たな被害の発生を防止します。 

県民生活課 

31 
取締・指導監督機関

等との連携 

詐欺的な商法や美容医療、医薬品、化粧品等のうち問題とな

る商法・健康被害等に関する相談を端緒として、警察及び各監

督官庁等に対し、定期・随時に情報提供を行い、迅速かつ的確

な事業者の取締り・指導監督等の取組につなげます。 

なお、情報の提供に当たっては、個人情報保護に配慮します。 

庁内連携については、「愛知県消費者行政推進会議」を、他機

関連携については、個別分野の会議体等を活用し、情報交換を

行います。 

県民生活課 

 

取組５　悪質事業者に対する綿密な調査と厳正な処分

取組６　被害防止に向けた事業者指導の強化及び関係機関との連携
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64 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

32 
多重債務問題に関

する講師派遣 

多重債務者の発見と相談窓口への誘導を図るため、税金等の

滞納者と直接接する機会のある職員等が出席する会議や研修

に、多重債務問題に関する講師を派遣します。 

県民生活課 

33 

愛知県弁護士会ヤ

ミ金被害対策チー

ムとの連携 

愛知県弁護士会のヤミ金被害対策チームと連携して、ヤミ金

被害に関する情報交換を行い、適切な相談対応や情報提供・啓

発を行います。 

県民生活課 

34 

商品等の表示に係

る店頭調査・啓発の

実施 

県内の店舗を訪問して、景品表示法に違反する行為の有無等

を、店頭の表示などから調査した上、当該事業者への啓発を行

います。 

県民生活課 

35 

食品等の表示に係

る関係機関との協

力体制の推進 

景品表示法、食品表示法、医薬品医療機器等法などの表示関

係法規を所管する国の機関や県の所管局と連携を図り、情報共

有や合同調査を実施し、不適正な表示を行う事業者への指導を

行います。 

県民生活課 

36 

広告表示適正化の

ための近隣県等と

の連携 

愛知、静岡、岐阜、三重の東海４県で、会議を定期的に開催

し、事例検討や情報交換を行い、必要に応じて合同での監視・

指導を実施します。 

また、東京都を始めとする「５都県広告表示等適正化推進協

議会」など、他の地域の広域連携組織とも連携して、広域事業

者に対応していきます。 

県民生活課 

37 
適格消費者団体と

の連携・支援 

事業者の不当な取引行為の差止請求を行うことができる「適

格消費者団体」への情報提供に努めるとともに、差止請求制度

について県民に周知するなど、同団体への連携・支援をさらに

深めていきます。 

また、同団体が、消費者の財産的被害の集団的な回復のため

の訴訟を提起できる「特定適格消費者団体」として内閣総理大

臣の認定を受けることができるよう、支援を行っていきます。 

県民生活課 
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７ 被害防止に向けた事業者や事業者団体による自主的な取組の支援 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

38 
自主来庁事業者に

対する情報提供 

自らの取引行為に関して、法令上の問題点を把握し改善を行

うことを目的として来庁した事業者に対し、相談情報を提供

し、法令遵守について指導を行います。 

さらに、来庁した信用供与事業者、コンサルタント業務受託

事業者に対しても、加盟店等の相談情報を提供し、指導、監督

を依頼します。 

県民生活課 

39 
景品表示法の趣旨、

内容の周知 

事業者から寄せられる表示についての相談に対し、景品表示

法の趣旨、内容、留意点などを丁寧に説明し、適切な表示が行

われるよう助言します。 

さらに、景品表示法や国の作成するガイドライン、Ｑ＆Ａ等

について周知を図るとともに、勉強会の開催を希望する事業

者、事業者団体に対しては、資料の提供や講師の派遣を行いま

す。 

県民生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組７　被害防止に向けた事業者や事業者団体による自主的な取組の支援
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64 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

32 
多重債務問題に関

する講師派遣 

多重債務者の発見と相談窓口への誘導を図るため、税金等の

滞納者と直接接する機会のある職員等が出席する会議や研修

に、多重債務問題に関する講師を派遣します。 

県民生活課 

33 

愛知県弁護士会ヤ

ミ金被害対策チー

ムとの連携 

愛知県弁護士会のヤミ金被害対策チームと連携して、ヤミ金

被害に関する情報交換を行い、適切な相談対応や情報提供・啓

発を行います。 

県民生活課 

34 

商品等の表示に係

る店頭調査・啓発の

実施 

県内の店舗を訪問して、景品表示法に違反する行為の有無等

を、店頭の表示などから調査した上、当該事業者への啓発を行

います。 

県民生活課 

35 

食品等の表示に係

る関係機関との協

力体制の推進 

景品表示法、食品表示法、医薬品医療機器等法などの表示関

係法規を所管する国の機関や県の所管局と連携を図り、情報共

有や合同調査を実施し、不適正な表示を行う事業者への指導を

行います。 

県民生活課 

36 

広告表示適正化の

ための近隣県等と

の連携 

愛知、静岡、岐阜、三重の東海４県で、会議を定期的に開催

し、事例検討や情報交換を行い、必要に応じて合同での監視・

指導を実施します。 

また、東京都を始めとする「５都県広告表示等適正化推進協

議会」など、他の地域の広域連携組織とも連携して、広域事業

者に対応していきます。 

県民生活課 

37 
適格消費者団体と

の連携・支援 

事業者の不当な取引行為の差止請求を行うことができる「適

格消費者団体」への情報提供に努めるとともに、差止請求制度

について県民に周知するなど、同団体への連携・支援をさらに

深めていきます。 

また、同団体が、消費者の財産的被害の集団的な回復のため

の訴訟を提起できる「特定適格消費者団体」として内閣総理大

臣の認定を受けることができるよう、支援を行っていきます。 

県民生活課 
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７ 被害防止に向けた事業者や事業者団体による自主的な取組の支援 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

38 
自主来庁事業者に

対する情報提供 

自らの取引行為に関して、法令上の問題点を把握し改善を行

うことを目的として来庁した事業者に対し、相談情報を提供

し、法令遵守について指導を行います。 

さらに、来庁した信用供与事業者、コンサルタント業務受託

事業者に対しても、加盟店等の相談情報を提供し、指導、監督

を依頼します。 

県民生活課 

39 
景品表示法の趣旨、

内容の周知 

事業者から寄せられる表示についての相談に対し、景品表示

法の趣旨、内容、留意点などを丁寧に説明し、適切な表示が行

われるよう助言します。 

さらに、景品表示法や国の作成するガイドライン、Ｑ＆Ａ等

について周知を図るとともに、勉強会の開催を希望する事業

者、事業者団体に対しては、資料の提供や講師の派遣を行いま

す。 

県民生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組７　被害防止に向けた事業者や事業者団体による自主的な取組の支援
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66 

 

目標２ 主体性のある消費者の育成 

１ 様々な場における消費者教育の推進 

(1) 学校教育における消費者教育の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

40 

学習指導要領に基

づく消費者教育の

推進 

学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階や特性に応じた

消費者教育を、小・中・高等学校等の各教科等において推進し、

自立した消費者の育成に取り組みます。 

また、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報

教育その他の消費生活に関する教育と連携して、消費者教育を

推進します。 

高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

41 
「消費者教育研究

校」の指定 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育リ

ポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において研究

校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進しま

す。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

42 

「消費者教育コー

ディネーター」の配

置による消費者教

育推進体制の構築 

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教

育を担う多様な関係者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働

した体制づくりが進むよう、新たに配置した「消費者教育コー

ディネーター」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充します。 

県民生活課 

43 

「社会への扉」を活

用した授業の全県

立高校・特別支援学

校での実施 

民法の成年年齢引下げを見据え、特に若年者の消費者教育の

推進を図ることが重要な課題であることから、消費者庁が作成

した消費者教育教材「社会への扉」を活用した実践的な授業を、

2020年度までにすべての県立高等学校、県立特別支援学校にお

いて実施します。 

また、実施に当たっては、より効果的で実践的な授業が行わ

れるよう、「消費者教育コーディネーター」を活用し、学校等に

おける消費者教育のニーズを把握し、外部講師の紹介・調整や

授業案の作成を支援します。 

さらに、私立高等学校等に対しても、「社会への扉」及び外部

講師の活用を働きかけ、実践的授業の実施促進を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

44 
小・中学校における

消費者教育の支援 

児童・生徒の発達段階に応じた消費者教育教材を開発し、ウ

ェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」の消費者教育を学ぶための

コンテンツ等として提供するとともに、消費者教育の専門家の

派遣などを通じて、小・中学校における消費者教育を支援しま

す。 

県民生活課 

67 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

45 

障害者向け消費者

教育教材・手法の開

発 

障害の特性に応じた適切で伝わりやすい教材の工夫や講座

の指導方法を、「消費者教育研究校」や消費者教育に係る「専門

分野チーム」などにおいて調査研究を進め、それらを蓄積し、

より効果的な手法等を学校関係者等に提供することにより、障

害者に対する消費者教育を支援します。 

県民生活課 

46 
大学等における消

費者教育の支援 

大学等の新入生ガイダンスでの消費者教育の出前講座の活

用を働きかけるなど、消費者教育の専門家の派遣を通じて、大

学や専門学校における消費者教育を促進し、支援します。 

県民生活課 

47 
「若年消費者教育

研究会」の開催 

公立学校長、私立学校長、学識経験者、行政関係者を構成員

とする「若年消費者教育研究会」を開催し、学校における消費

者教育を支援していくための方策を連携して検討し、効果的な

消費者教育の推進を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

48 
「ＦＡＱサポート

サイト」の開設 

消費者が自ら学び、考えるために必要な情報を収集する上で

手助けとなる情報をＦＡＱ（よくある質問とその回答を集めた

もの）として公開する「ＦＡＱサポートサイト」を開設するこ

とにより、消費者の「知りたい」要望に応える、より利便性の

高い情報発信を図ります。 

県民生活課 

 

(2) 地域社会における消費者教育の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

49 

消費生活センター

を拠点とした消費

者教育の推進 

県消費生活総合センターを「消費者教育センター」として位

置付け、消費者教育に関する情報の収集・発信、消費者教育教

材等の作成・提供、消費者教育の担い手の育成、消費者教育を

行う多様な主体の連携に向けた支援など、消費者教育の拠点と

しての機能のさらなる強化を図ります。 

また、地域における消費者教育は、住民に身近な市町村の役

割が重要になることから、市町村消費生活相談員向けに、消費

者教育の実務能力の向上を図るための研修を実施するととも

に、出前講座に関するノウハウや消費生活情報を提供するな

ど、市町村の消費生活センター等における消費者教育の取組を

支援します。 

県民生活課 

50 

大学等と連携した

地域における消費

者教育の推進 

大学等が行う地域貢献・アウトリーチ活動（公的機関などが

積極的に働きかけて支援の実現を目指す活動）と連携・協働し、

地域住民向けの消費者教育の講座等の開催などにより、地域に

おける消費者教育を推進します。 

県民生活課 

目標２ 主体性のある消費者の育成
取組１　様々な場における消費者教育の推進
（1）  学校教育における消費者教育の推進

（2）  地域社会における消費者教育の推進
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66 

 

目標２ 主体性のある消費者の育成 

１ 様々な場における消費者教育の推進 

(1) 学校教育における消費者教育の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

40 

学習指導要領に基

づく消費者教育の

推進 

学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階や特性に応じた

消費者教育を、小・中・高等学校等の各教科等において推進し、

自立した消費者の育成に取り組みます。 

また、環境教育、食育、国際理解教育、金融経済教育、情報

教育その他の消費生活に関する教育と連携して、消費者教育を

推進します。 

高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

41 
「消費者教育研究

校」の指定 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育リ

ポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において研究

校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進しま

す。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

42 

「消費者教育コー

ディネーター」の配

置による消費者教

育推進体制の構築 

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教

育を担う多様な関係者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働

した体制づくりが進むよう、新たに配置した「消費者教育コー

ディネーター」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充します。 

県民生活課 

43 

「社会への扉」を活

用した授業の全県

立高校・特別支援学

校での実施 

民法の成年年齢引下げを見据え、特に若年者の消費者教育の

推進を図ることが重要な課題であることから、消費者庁が作成

した消費者教育教材「社会への扉」を活用した実践的な授業を、

2020年度までにすべての県立高等学校、県立特別支援学校にお

いて実施します。 

また、実施に当たっては、より効果的で実践的な授業が行わ

れるよう、「消費者教育コーディネーター」を活用し、学校等に

おける消費者教育のニーズを把握し、外部講師の紹介・調整や

授業案の作成を支援します。 

さらに、私立高等学校等に対しても、「社会への扉」及び外部

講師の活用を働きかけ、実践的授業の実施促進を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

44 
小・中学校における

消費者教育の支援 

児童・生徒の発達段階に応じた消費者教育教材を開発し、ウ

ェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」の消費者教育を学ぶための

コンテンツ等として提供するとともに、消費者教育の専門家の

派遣などを通じて、小・中学校における消費者教育を支援しま

す。 

県民生活課 

67 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

45 

障害者向け消費者

教育教材・手法の開

発 

障害の特性に応じた適切で伝わりやすい教材の工夫や講座

の指導方法を、「消費者教育研究校」や消費者教育に係る「専門

分野チーム」などにおいて調査研究を進め、それらを蓄積し、

より効果的な手法等を学校関係者等に提供することにより、障

害者に対する消費者教育を支援します。 

県民生活課 

46 
大学等における消

費者教育の支援 

大学等の新入生ガイダンスでの消費者教育の出前講座の活

用を働きかけるなど、消費者教育の専門家の派遣を通じて、大

学や専門学校における消費者教育を促進し、支援します。 

県民生活課 

47 
「若年消費者教育

研究会」の開催 

公立学校長、私立学校長、学識経験者、行政関係者を構成員

とする「若年消費者教育研究会」を開催し、学校における消費

者教育を支援していくための方策を連携して検討し、効果的な

消費者教育の推進を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

48 
「ＦＡＱサポート

サイト」の開設 

消費者が自ら学び、考えるために必要な情報を収集する上で

手助けとなる情報をＦＡＱ（よくある質問とその回答を集めた

もの）として公開する「ＦＡＱサポートサイト」を開設するこ

とにより、消費者の「知りたい」要望に応える、より利便性の

高い情報発信を図ります。 

県民生活課 

 

(2) 地域社会における消費者教育の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

49 

消費生活センター

を拠点とした消費

者教育の推進 

県消費生活総合センターを「消費者教育センター」として位

置付け、消費者教育に関する情報の収集・発信、消費者教育教

材等の作成・提供、消費者教育の担い手の育成、消費者教育を

行う多様な主体の連携に向けた支援など、消費者教育の拠点と

しての機能のさらなる強化を図ります。 

また、地域における消費者教育は、住民に身近な市町村の役

割が重要になることから、市町村消費生活相談員向けに、消費

者教育の実務能力の向上を図るための研修を実施するととも

に、出前講座に関するノウハウや消費生活情報を提供するな

ど、市町村の消費生活センター等における消費者教育の取組を

支援します。 

県民生活課 

50 

大学等と連携した

地域における消費

者教育の推進 

大学等が行う地域貢献・アウトリーチ活動（公的機関などが

積極的に働きかけて支援の実現を目指す活動）と連携・協働し、

地域住民向けの消費者教育の講座等の開催などにより、地域に

おける消費者教育を推進します。 

県民生活課 

目標２ 主体性のある消費者の育成
取組１　様々な場における消費者教育の推進
（1）  学校教育における消費者教育の推進

（2）  地域社会における消費者教育の推進
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68 

 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

51 

保護者に対する消

費者教育や情報提

供の充実 

保育所や幼稚園、学校等と連携して、保護者向けの出前講座

を実施するとともに、子どもを消費者事故等から守るための情

報提供の充実を図ります。 

県民生活課 

52 

地域、家庭、職域等

における消費者教

育の支援 

社会教育施設、事業者の行う社員研修などへの消費者教育の

専門家の派遣、消費生活情報紙の作成・配布、ウェブサイト「あ

いち暮らしＷＥＢ」による消費生活情報の発信などにより、地

域、家庭、職場等における消費者教育の推進を図ります。 

県民生活課 

53 

「消費者安全確保

地域協議会（高齢者

等見守りネットワ

ーク）」による啓発・

情報提供 

日中に在宅することが多く、悪質な訪問販売等による消費者

被害に遭いやすい状況にある高齢者等に対して、市町村に設置

を働きかけている「消費者安全確保地域協議会（高齢者等見守

りネットワーク）」の活動と連携しながら、消費生活情報紙の配

布や、講座等を開催することにより、広く地域における高齢者

等の消費者被害防止に向けた啓発・情報提供を行います。 

県民生活課 

 

２ 成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

54 
「消費者教育研究

校」の指定（再掲） 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育リ

ポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において研究

校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進しま

す。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

55 

「消費者教育コー

ディネーター」の配

置による消費者教

育推進体制の構築

（再掲） 

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教

育を担う多様な関係者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働

した体制づくりが進むよう、新たに配置した「消費者教育コー

ディネーター 」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充しま

す。 

県民生活課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

56 

「社会への扉」を活

用した授業の全県

立高校・特別支援学

校での実施（再掲） 

民法の成年年齢引下げを見据え、特に若年者の消費者教育の

推進を図ることが重要な課題であることから、消費者庁が作成

した消費者教育教材「社会への扉」を活用した実践的な授業を、

2020年度までにすべての県立高等学校、県立特別支援学校にお

いて実施します。 

また、実施に当たっては、より効果的で実践的な授業が行わ

れるよう、「消費者教育コーディネーター」を活用し、学校等に

おける消費者教育のニーズを把握し、外部講師の紹介・調整や

授業案の作成を支援します。 

さらに、私立高等学校等に対しても、「社会への扉」及び外部

講師の活用を働きかけ、実践的授業の実施促進を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

57 

「ＦＡＱサポート

サイト」の開設（再

掲） 

消費者が自ら学び、考えるために必要な情報を収集する上で

手助けとなる情報をＦＡＱ（よくある質問とその回答を集めた

もの）として公開する「ＦＡＱサポートサイト」を開設するこ

とにより、消費者の「知りたい」要望に応える、より利便性の

高い情報発信を図ります。 

県民生活課 

 

３ 消費者教育の人材（担い手）の育成・支援 

(1) 教職員の指導力向上 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

58 
教職員向け研修の

実施 

消費者教育に関わる教職員向けに、「消費者教育推進フォー

ラム」や教員研修の機会を活用して、実践的な教育プログラム

の開発に係る調査研究の成果を共有することで、教職員の消費

者教育の指導力向上を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

59 

教員向け消費者教

育情報提供紙の作

成 

「消費者教育研究校」の教員、県教育委員会職員等で構成す

る「教員情報提供紙ワーキンググループ」の協力を得ながら、

研究校における実践授業の取組内容や効果的な指導方法・教材

等の紹介、未成年に多い消費者被害の情報など、学校における

消費者教育の実践に役立つ情報を掲載した教員向け消費者教

育情報提供紙「あいち消費者教育リポート」を発行します。 

県民生活課 
高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

60 

教員免許状更新講

習における消費者

教育の機会提供 

大学と連携し、大学が実施する教員免許の更新講習におい

て、教員に消費者教育の専門家が講師となって消費者教育を学

ぶ機会を提供することで、消費者教育における指導力向上を図

ります。 

県民生活課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

51 

保護者に対する消

費者教育や情報提

供の充実 

保育所や幼稚園、学校等と連携して、保護者向けの出前講座

を実施するとともに、子どもを消費者事故等から守るための情

報提供の充実を図ります。 

県民生活課 

52 

地域、家庭、職域等

における消費者教

育の支援 

社会教育施設、事業者の行う社員研修などへの消費者教育の

専門家の派遣、消費生活情報紙の作成・配布、ウェブサイト「あ

いち暮らしＷＥＢ」による消費生活情報の発信などにより、地

域、家庭、職域等における消費者教育の推進を図ります。 

県民生活課 

53 

「消費者安全確保

地域協議会（高齢者

等見守りネットワ

ーク）」による啓発・

情報提供 

日中に在宅することが多く、悪質な訪問販売等による消費者

被害に遭いやすい状況にある高齢者等に対して、市町村に設置

を働きかけている「消費者安全確保地域協議会（高齢者等見守

りネットワーク）」の活動と連携しながら、消費生活情報紙の配

布や、講座等を開催することにより、広く地域における高齢者

等の消費者被害防止に向けた啓発・情報提供を行います。 

県民生活課 

 

２ 成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

54 
「消費者教育研究

校」の指定（再掲） 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育リ

ポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において研究

校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進しま

す。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

55 

「消費者教育コー

ディネーター」の配

置による消費者教

育推進体制の構築

（再掲） 

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教

育を担う多様な関係者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働

した体制づくりが進むよう、新たに配置した「消費者教育コー

ディネーター 」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充しま

す。 

県民生活課 

 
 
 
 
 
 
 
 

取組２　成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実

取組３　消費者教育の人材（担い手）の育成・支援
（1）  教職員の指導力向上
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68 

 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

51 

保護者に対する消

費者教育や情報提

供の充実 

保育所や幼稚園、学校等と連携して、保護者向けの出前講座

を実施するとともに、子どもを消費者事故等から守るための情

報提供の充実を図ります。 

県民生活課 

52 

地域、家庭、職域等

における消費者教

育の支援 

社会教育施設、事業者の行う社員研修などへの消費者教育の

専門家の派遣、消費生活情報紙の作成・配布、ウェブサイト「あ

いち暮らしＷＥＢ」による消費生活情報の発信などにより、地

域、家庭、職場等における消費者教育の推進を図ります。 

県民生活課 

53 

「消費者安全確保

地域協議会（高齢者

等見守りネットワ

ーク）」による啓発・

情報提供 

日中に在宅することが多く、悪質な訪問販売等による消費者

被害に遭いやすい状況にある高齢者等に対して、市町村に設置

を働きかけている「消費者安全確保地域協議会（高齢者等見守

りネットワーク）」の活動と連携しながら、消費生活情報紙の配

布や、講座等を開催することにより、広く地域における高齢者

等の消費者被害防止に向けた啓発・情報提供を行います。 

県民生活課 

 

２ 成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

54 
「消費者教育研究

校」の指定（再掲） 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育リ

ポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において研究

校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進しま

す。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

55 

「消費者教育コー

ディネーター」の配

置による消費者教

育推進体制の構築

（再掲） 

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教

育を担う多様な関係者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働

した体制づくりが進むよう、新たに配置した「消費者教育コー

ディネーター 」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充しま

す。 

県民生活課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

56 

「社会への扉」を活

用した授業の全県

立高校・特別支援学

校での実施（再掲） 

民法の成年年齢引下げを見据え、特に若年者の消費者教育の

推進を図ることが重要な課題であることから、消費者庁が作成

した消費者教育教材「社会への扉」を活用した実践的な授業を、

2020年度までにすべての県立高等学校、県立特別支援学校にお

いて実施します。 

また、実施に当たっては、より効果的で実践的な授業が行わ

れるよう、「消費者教育コーディネーター」を活用し、学校等に

おける消費者教育のニーズを把握し、外部講師の紹介・調整や

授業案の作成を支援します。 

さらに、私立高等学校等に対しても、「社会への扉」及び外部

講師の活用を働きかけ、実践的授業の実施促進を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

57 

「ＦＡＱサポート

サイト」の開設（再

掲） 

消費者が自ら学び、考えるために必要な情報を収集する上で

手助けとなる情報をＦＡＱ（よくある質問とその回答を集めた

もの）として公開する「ＦＡＱサポートサイト」を開設するこ

とにより、消費者の「知りたい」要望に応える、より利便性の

高い情報発信を図ります。 

県民生活課 

 

３ 消費者教育の人材（担い手）の育成・支援 

(1) 教職員の指導力向上 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

58 
教職員向け研修の

実施 

消費者教育に関わる教職員向けに、「消費者教育推進フォー

ラム」や教員研修の機会を活用して、実践的な教育プログラム

の開発に係る調査研究の成果を共有することで、教職員の消費

者教育の指導力向上を図ります。 

県民生活課 
高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

59 

教員向け消費者教

育情報提供紙の作

成 

「消費者教育研究校」の教員、県教育委員会職員等で構成す

る「教員情報提供紙ワーキンググループ」の協力を得ながら、

研究校における実践授業の取組内容や効果的な指導方法・教材

等の紹介、未成年に多い消費者被害の情報など、学校における

消費者教育の実践に役立つ情報を掲載した教員向け消費者教

育情報提供紙「あいち消費者教育リポート」を発行します。 

県民生活課 
高等学校教育課 
義務教育課 
特別支援教育課 

60 

教員免許状更新講

習における消費者

教育の機会提供 

大学と連携し、大学が実施する教員免許の更新講習におい

て、教員に消費者教育の専門家が講師となって消費者教育を学

ぶ機会を提供することで、消費者教育における指導力向上を図

ります。 

県民生活課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

51 

保護者に対する消

費者教育や情報提

供の充実 

保育所や幼稚園、学校等と連携して、保護者向けの出前講座

を実施するとともに、子どもを消費者事故等から守るための情

報提供の充実を図ります。 

県民生活課 

52 

地域、家庭、職域等

における消費者教

育の支援 

社会教育施設、事業者の行う社員研修などへの消費者教育の

専門家の派遣、消費生活情報紙の作成・配布、ウェブサイト「あ

いち暮らしＷＥＢ」による消費生活情報の発信などにより、地

域、家庭、職域等における消費者教育の推進を図ります。 

県民生活課 

53 

「消費者安全確保

地域協議会（高齢者

等見守りネットワ

ーク）」による啓発・

情報提供 

日中に在宅することが多く、悪質な訪問販売等による消費者

被害に遭いやすい状況にある高齢者等に対して、市町村に設置

を働きかけている「消費者安全確保地域協議会（高齢者等見守

りネットワーク）」の活動と連携しながら、消費生活情報紙の配

布や、講座等を開催することにより、広く地域における高齢者

等の消費者被害防止に向けた啓発・情報提供を行います。 

県民生活課 

 

２ 成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

54 
「消費者教育研究

校」の指定（再掲） 

「消費者教育研究校（高等学校・特別支援学校）」を指定し、

より効果的かつ実践的な消費者教育の導入への支援を行うと

ともに、教員向け消費者教育情報提供紙「あいち消費者教育リ

ポート」や研修会「消費者教育推進フォーラム」において研究

校の実践例を紹介することで、他の学校での活用を促進しま

す。 

県民生活課 
高等学校教育課 
特別支援教育課 

55 

「消費者教育コー

ディネーター」の配

置による消費者教

育推進体制の構築

（再掲） 

地域や学校、消費者団体、事業者、事業者団体等、消費者教

育を担う多様な関係者や場をつなぎ、多様な主体が連携・協働

した体制づくりが進むよう、新たに配置した「消費者教育コー

ディネーター 」を活用し、消費者教育の機会提供を拡充しま

す。 

県民生活課 

 
 
 
 
 
 
 
 

取組２　成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実

取組３　消費者教育の人材（担い手）の育成・支援
（1）  教職員の指導力向上

具
体
的
施
策一覧
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70 

 

(2) 地域人材の育成 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

61 

消費生活相談員の

消費者教育の担い

手としての育成 

消費生活センター等で日々相談を受けている消費生活相談

員が、その知識と経験を活かし、学校や地域等で出前講座・出

前授業や啓発活動を行うことは効果的であるため、消費生活相

談員を消費者教育の担い手として養成するために必要な研修

の実施や、研修への参加支援を行います。また、消費者教育に

係る「専門分野チーム」において、消費者教育の効果的手法や

教材の作成等の調査・研究を行います。 

県民生活課 

62 

消費生活モニター

の消費者市民社会

の担い手としての

育成 

消費生活モニターが、モニターとして学んだ知識や経験を活

かし、消費者市民社会の担い手として公正かつ持続可能な社会

の形成に積極的に参画することができる人材となるよう、消費

生活に関する最新の情報を学習する機会を提供します。 

県民生活課 

63 
消費者団体への活

動支援 

地域において、消費者問題の専門家として、消費生活向上の

ための取組を行っている消費者団体が、これまで培ってきた知

識、経験、人的ネットワークを活かして県民に対する啓発を行

うことや、消費生活の実態に則し、消費者の埋もれがちな声を

集約し、具体的な意見にまとめて発表することへの支援とし

て、市町村と連携しながら、各種情報や学習機会、活動の場を

提供します。 

県民生活課 

64 

消費者教育のコー

ディネーターの育

成 

消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐためには、間に

立って調整するコーディネーターの役割は大きく、また、コー

ディネーターは消費者教育の推進に重要な役割を果たすこと

から、県消費生活総合センターが拠点となって、多様な主体が

連携・協働した体制づくりがより進むよう、「消費者教育コーデ

ィネーター」を育成します。 

県民生活課 

65 

女性団体活動促進

事業による消費者

教育の担い手の育

成 

女性団体活動促進事業を、地域を基盤として活動する女性団

体に委託し、市町村行政や地域住民と協働して実施する「持続

可能な社会をつくるための社会教育活動」の実践を通して、消

費者教育の担い手を育成します。 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

４ 多様な主体との連携 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

66 

消費者教育に関す

る取組の「見える

化」の推進 

幼児期から高齢期までのライフステージに応じた体系的な

消費者教育について、消費者や消費者教育に携わる関係者が取

り組むべき消費者教育の内容や目標が理解できるよう、消費者

庁が作成した「消費者教育の体系イメージマップ」等を活用し、

対象領域・年代別に整理し、「見える化」を進めることにより、

多様な主体の連携・協働を促進し、取組の効果的な展開を図り

ます。 

県民生活課 

67 

消費者団体、事業

者、事業者団体、Ｎ

ＰＯ等との連携支

援 

地域における多様な主体が連携し、効果的に消費者教育を展

開できるよう、学校・地域・職域等、様々な分野で消費者教育

を実施する団体を消費者教育担い手団体として登録するなど、

ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」等に活動内容を掲載する

ことにより、情報の共有を図ります。 

県民生活課 

68 
消費者団体への活

動支援（再掲） 

地域において、消費者問題の専門家として、消費生活向上の

ための取組を行っている消費者団体が、これまで培ってきた知

識、経験、人的ネットワークを活かして県民に対する啓発を行

うことや、消費生活の実態に則し、消費者の埋もれがちな声を

集約し、具体的な意見にまとめて発表することへの支援とし

て、市町村と連携しながら、各種情報や学習機会、活動の場を

提供します。 

県民生活課 

69 
消費者団体との協

働推進 

県が主催する消費者教育等の行催事を、地域に根ざした消費

生活に係る様々な取組を展開している消費者団体と協働して

実施することで、県民ニーズに的確に対応した施策の展開を図

り、より効果的に県民の消費者意識の醸成を図ります。 

県民生活課 

70 

「愛知県消費者教

育推進地域協議会」

の開催 

「愛知県消費生活審議会」を「愛知県消費者教育推進地域協

議会」として位置付け、消費者教育を体系的、効果的に推進す

るための情報交換及び調整を行うとともに、消費者教育推進計

画に位置付けられた施策の実施状況の検証・評価、計画の見直

しについての意見を聴取します。 

県民生活課 

71 

市町村の「消費者教

育推進地域協議会」

の設置促進 

市町村の「消費者教育推進地域協議会」の設置を市町村向け

の会議を通じて働きかけるとともに、必要な助言や情報提供を

行うことにより、市町村における協議会設置の取組を支援しま

す。 

県民生活課 

72 

「愛知県金融広報

委員会」と連携した

金融経済教育の推

進 

地域や学校における金融経済教育を推進するため、「愛知県

金融広報委員会」と連携し、「金融広報アドバイザー」を研修や

講座の講師として派遣します。 

県民生活課 

（2）  地域人材の育成 取組４　多様な主体との連携
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70 

 

(2) 地域人材の育成 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

61 

消費生活相談員の

消費者教育の担い

手としての育成 

消費生活センター等で日々相談を受けている消費生活相談

員が、その知識と経験を活かし、学校や地域等で出前講座・出

前授業や啓発活動を行うことは効果的であるため、消費生活相

談員を消費者教育の担い手として養成するために必要な研修

の実施や、研修への参加支援を行います。また、消費者教育に

係る「専門分野チーム」において、消費者教育の効果的手法や

教材の作成等の調査・研究を行います。 

県民生活課 

62 

消費生活モニター

の消費者市民社会

の担い手としての

育成 

消費生活モニターが、モニターとして学んだ知識や経験を活

かし、消費者市民社会の担い手として公正かつ持続可能な社会

の形成に積極的に参画することができる人材となるよう、消費

生活に関する最新の情報を学習する機会を提供します。 

県民生活課 

63 
消費者団体への活

動支援 

地域において、消費者問題の専門家として、消費生活向上の

ための取組を行っている消費者団体が、これまで培ってきた知

識、経験、人的ネットワークを活かして県民に対する啓発を行

うことや、消費生活の実態に則し、消費者の埋もれがちな声を

集約し、具体的な意見にまとめて発表することへの支援とし

て、市町村と連携しながら、各種情報や学習機会、活動の場を

提供します。 

県民生活課 

64 

消費者教育のコー

ディネーターの育

成 

消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐためには、間に

立って調整するコーディネーターの役割は大きく、また、コー

ディネーターは消費者教育の推進に重要な役割を果たすこと

から、県消費生活総合センターが拠点となって、多様な主体が

連携・協働した体制づくりがより進むよう、「消費者教育コーデ

ィネーター」を育成します。 

県民生活課 

65 

女性団体活動促進

事業による消費者

教育の担い手の育

成 

女性団体活動促進事業を、地域を基盤として活動する女性団

体に委託し、市町村行政や地域住民と協働して実施する「持続

可能な社会をつくるための社会教育活動」の実践を通して、消

費者教育の担い手を育成します。 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

４ 多様な主体との連携 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

66 

消費者教育に関す

る取組の「見える

化」の推進 

幼児期から高齢期までのライフステージに応じた体系的な

消費者教育について、消費者や消費者教育に携わる関係者が取

り組むべき消費者教育の内容や目標が理解できるよう、消費者

庁が作成した「消費者教育の体系イメージマップ」等を活用し、

対象領域・年代別に整理し、「見える化」を進めることにより、

多様な主体の連携・協働を促進し、取組の効果的な展開を図り

ます。 

県民生活課 

67 

消費者団体、事業

者、事業者団体、Ｎ

ＰＯ等との連携支

援 

地域における多様な主体が連携し、効果的に消費者教育を展

開できるよう、学校・地域・職域等、様々な分野で消費者教育

を実施する団体を消費者教育担い手団体として登録するなど、

ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」等に活動内容を掲載する

ことにより、情報の共有を図ります。 

県民生活課 

68 
消費者団体への活

動支援（再掲） 

地域において、消費者問題の専門家として、消費生活向上の

ための取組を行っている消費者団体が、これまで培ってきた知

識、経験、人的ネットワークを活かして県民に対する啓発を行

うことや、消費生活の実態に則し、消費者の埋もれがちな声を

集約し、具体的な意見にまとめて発表することへの支援とし

て、市町村と連携しながら、各種情報や学習機会、活動の場を

提供します。 

県民生活課 

69 
消費者団体との協

働推進 

県が主催する消費者教育等の行催事を、地域に根ざした消費

生活に係る様々な取組を展開している消費者団体と協働して

実施することで、県民ニーズに的確に対応した施策の展開を図

り、より効果的に県民の消費者意識の醸成を図ります。 

県民生活課 

70 

「愛知県消費者教

育推進地域協議会」

の開催 

「愛知県消費生活審議会」を「愛知県消費者教育推進地域協

議会」として位置付け、消費者教育を体系的、効果的に推進す

るための情報交換及び調整を行うとともに、消費者教育推進計

画に位置付けられた施策の実施状況の検証・評価、計画の見直

しについての意見を聴取します。 

県民生活課 

71 

市町村の「消費者教

育推進地域協議会」

の設置促進 

市町村の「消費者教育推進地域協議会」の設置を市町村向け

の会議を通じて働きかけるとともに、必要な助言や情報提供を

行うことにより、市町村における協議会設置の取組を支援しま

す。 

県民生活課 

72 

「愛知県金融広報

委員会」と連携した

金融経済教育の推

進 

地域や学校における金融経済教育を推進するため、「愛知県

金融広報委員会」と連携し、「金融広報アドバイザー」を研修や

講座の講師として派遣します。 

県民生活課 

（2）  地域人材の育成 取組４　多様な主体との連携
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５ 消費者被害防止のための啓発と情報発信 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

73 
消費者被害未然防

止啓発紙等の発行 

県及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられる消費生活相

談の傾向を分析した消費者トラブル情報「あいちクリオ通信」

及び消費者被害に対する注意喚起等の消費生活情報を掲載し

た消費生活情報「あいち暮らしっく」を発行し、広く県民への

情報提供を行います。 

県民生活課 

74 

ウェブサイト、ＳＮ

Ｓ等を活用した効

果的な情報発信 

ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」により、消費生活情報

を総合的に提供するとともに、フェイスブックやツイッターな

どのＳＮＳを活用し、緊急性の高い情報をタイムリーに提供す

るなど、効果的な情報発信を図ります。 

県民生活課 

75 

「ＦＡＱサポート

サイト」の開設（再

掲） 

消費者が自ら学び、考えるために必要な情報を収集する上で

手助けとなる情報をＦＡＱ（よくある質問とその回答を集めた

もの）として公開する「ＦＡＱサポートサイト」を開設するこ

とにより、消費者の「知りたい」要望に応える、より利便性の

高い情報発信を図ります。 

県民生活課 

76 

県内の消費生活相

談情報の一元的集

約・分析及び情報提

供（再掲） 

県消費生活総合センターや市町村の消費生活センター等に

寄せられた相談情報について、市町村分を含め県で一元的に集

約し、内容を分析することにより、消費者トラブル情報「あい

ちクリオ通信」等の発行やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」

などを通じて、県民へタイムリーで効果的な注意喚起を行い、

消費者被害のさらなる未然防止・拡大防止を図ります。 

また、相談状況を的確に把握し、事業者指導の着実な実施に

つなげます。 

県民生活課 

77 

若者向け・高齢者向

け消費者被害防止

啓発事業の実施 

若者や高齢者に多い消費者被害等について、消費生活情報

「あいち暮らしっく」やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」

により注意喚起するとともに、若者や高齢者を対象とした出前

講座等を実施します。 

県民生活課 

78 

障害者向け消費者

教育教材・手法の開

発（再掲） 

障害の特性に応じた適切で伝わりやすい教材の工夫や講座

の指導方法を、「消費者教育研究校」や消費者教育に係る「専門

分野チーム」などにおいて調査研究を進め、それらを蓄積し、

より効果的な手法等を学校関係者等に提供することにより、障

害者に対する消費者教育を支援します。 

県民生活課 

 
 
 
 
 

73 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

79 
食の安全に関する

知識の普及 

県民の食の安全に対する不安を解消するため、ウェブサイト

「食の安全・安心情報サービス」及びフェイスブック「愛知県

食の安全・安心情報サービス」の充実とともに、「食の総合相談

窓口」専用ダイヤルにより相談に対応します。 

また、食の安全・安心に関する知識を習得するための講習会

等を実施します。 

生活衛生課 

80 
医薬品の適正使用

に関する周知・啓発 

医薬品の適正使用に関する講習会のほか、医薬安全課のウェ

ブサイトに、一般用医薬品の販売制度、一般用医薬品の販売サ

イト一覧及び医薬品の適正使用について掲載し、消費者への啓

発を図ります。また、「薬と健康の週間」において、愛知県薬剤

師会等と連携し、啓発資材の配布等による消費者への啓発を図

ります。なお、医薬安全課や保健所の相談窓口において、消費

者からの医薬品に関する相談に対応します。 

医薬安全課 

81 

「介護サービス情

報の公表」制度の普

及・啓発 

介護保険制度は、利用者自らが事業所を選択・決定する仕組

みであることから、毎年度、事業所から報告された情報をウェ

ブサイト「愛知県介護サービス情報公表システム」において提

供します。 

また、未報告の事業所に対し、ＦＡＸ，郵送等により督促を

定期的に行うとともに、県内の保険者へ情報提供し、督促等を

するよう依頼することで、公表率の維持を目指します。 

高齢福祉課 

82 
宅地・建物の取引に

関する知識の普及 

消費者が宅地建物の取引を行う際に注意すべき点を説明し

た冊子「不動産売買の手引」及び「住宅賃貸借（借家）契約の

手引」を配布し、取引の知識について普及・啓発を図ります。 

都市総務課 

 

６ 消費生活における情報の収集と消費者意見の反映 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

83 
消費者・事業者懇談

会の開催 

県民の関心が高い、又は、県に寄せられる相談が多い消費者

問題をテーマとして、消費者、消費者団体、関係事業者団体及

び行政機関からなる懇談会を開催し、消費者の意見や要望等を

把握するとともに、事業活動に反映させるよう働きかけます。 

県民生活課 

84 
消費生活モニター

の活用 

消費生活モニターに対し、消費生活に関する調査及びアンケ

ートを実施し、幅広く意見・要望等を収集し、今後の施策を進

める上での参考とします。 

県民生活課 

 
 

73 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

79 
食の安全に関する

知識の普及 

県民の食の安全に対する不安を解消するため、ウェブサイト

「食の安全・安心情報サービス」及びフェイスブック「愛知県

食の安全・安心情報サービス」の充実とともに、「食の総合相談

窓口」専用ダイヤルにより相談に対応します。 

また、食の安全・安心に関する知識を習得するための講習会

等を実施します。 

生活衛生課 

80 
医薬品の適正使用

に関する周知・啓発 

医薬品の適正使用に関する講習会のほか、医薬安全課のウェ

ブサイトに、一般用医薬品の販売制度、一般用医薬品の販売サ

イト一覧及び医薬品の適正使用について掲載し、消費者への啓

発を図ります。また、「薬と健康の週間」において、愛知県薬剤

師会等と連携し、啓発資材の配布等による消費者への啓発を図

ります。なお、医薬安全課や保健所の相談窓口において、消費

者からの医薬品に関する相談に対応します。 

医薬安全課 

81 

「介護サービス情

報の公表」制度の普

及・啓発 

介護保険制度は、利用者自らが事業所を選択・決定する仕組

みであることから、毎年度、事業所から報告された情報をウェ

ブサイト「愛知県介護サービス情報公表システム」において提

供します。 

また、未報告の事業所に対し、ＦＡＸ、郵送等により督促を

定期的に行うとともに、県内の保険者へ情報提供し、督促等を

するよう依頼することで、公表率の維持を目指します。 

高齢福祉課 

82 
宅地・建物の取引に

関する知識の普及 

消費者が宅地建物の取引を行う際に注意すべき点を説明し

た冊子「不動産売買の手引」及び「住宅賃貸借（借家）契約の

手引」を配布し、取引の知識について普及・啓発を図ります。 

都市総務課 

 

６ 消費生活における情報の収集と消費者意見の反映 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

83 
消費者・事業者懇談

会の開催 

県民の関心が高い、又は、県に寄せられる相談が多い消費者

問題をテーマとして、消費者、消費者団体、関係事業者団体及

び行政機関からなる懇談会を開催し、消費者の意見や要望等を

把握するとともに、事業活動に反映させるよう働きかけます。 

県民生活課 

84 
消費生活モニター

の活用 

消費生活モニターに対し、消費生活に関する調査及びアンケ

ートを実施し、幅広く意見・要望等を収集し、今後の施策を進

める上での参考とします。 

県民生活課 

 
 

取組５　消費者被害防止のための啓発と情報発信

取組６　消費生活における情報の収集と消費者意見の反映

具
体
的
施
策一覧

72 73

具
体
的
施
策一覧



72 

 

５ 消費者被害防止のための啓発と情報発信 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

73 
消費者被害未然防

止啓発紙等の発行 

県及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられる消費生活相

談の傾向を分析した消費者トラブル情報「あいちクリオ通信」

及び消費者被害に対する注意喚起等の消費生活情報を掲載し

た消費生活情報「あいち暮らしっく」を発行し、広く県民への

情報提供を行います。 

県民生活課 

74 

ウェブサイト、ＳＮ

Ｓ等を活用した効

果的な情報発信 

ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」により、消費生活情報

を総合的に提供するとともに、フェイスブックやツイッターな

どのＳＮＳを活用し、緊急性の高い情報をタイムリーに提供す

るなど、効果的な情報発信を図ります。 

県民生活課 

75 

「ＦＡＱサポート

サイト」の開設（再

掲） 

消費者が自ら学び、考えるために必要な情報を収集する上で

手助けとなる情報をＦＡＱ（よくある質問とその回答を集めた

もの）として公開する「ＦＡＱサポートサイト」を開設するこ

とにより、消費者の「知りたい」要望に応える、より利便性の

高い情報発信を図ります。 

県民生活課 

76 

県内の消費生活相

談情報の一元的集

約・分析及び情報提

供（再掲） 

県消費生活総合センターや市町村の消費生活センター等に

寄せられた相談情報について、市町村分を含め県で一元的に集

約し、内容を分析することにより、消費者トラブル情報「あい

ちクリオ通信」等の発行やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」

などを通じて、県民へタイムリーで効果的な注意喚起を行い、

消費者被害のさらなる未然防止・拡大防止を図ります。 

また、相談状況を的確に把握し、事業者指導の着実な実施に

つなげます。 

県民生活課 

77 

若者向け・高齢者向

け消費者被害防止

啓発事業の実施 

若者や高齢者に多い消費者被害等について、消費生活情報

「あいち暮らしっく」やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」

により注意喚起するとともに、若者や高齢者を対象とした出前

講座等を実施します。 

県民生活課 

78 

障害者向け消費者

教育教材・手法の開

発（再掲） 

障害の特性に応じた適切で伝わりやすい教材の工夫や講座

の指導方法を、「消費者教育研究校」や消費者教育に係る「専門

分野チーム」などにおいて調査研究を進め、それらを蓄積し、

より効果的な手法等を学校関係者等に提供することにより、障

害者に対する消費者教育を支援します。 

県民生活課 

 
 
 
 
 

73 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

79 
食の安全に関する

知識の普及 

県民の食の安全に対する不安を解消するため、ウェブサイト

「食の安全・安心情報サービス」及びフェイスブック「愛知県

食の安全・安心情報サービス」の充実とともに、「食の総合相談

窓口」専用ダイヤルにより相談に対応します。 

また、食の安全・安心に関する知識を習得するための講習会

等を実施します。 

生活衛生課 

80 
医薬品の適正使用

に関する周知・啓発 

医薬品の適正使用に関する講習会のほか、医薬安全課のウェ

ブサイトに、一般用医薬品の販売制度、一般用医薬品の販売サ

イト一覧及び医薬品の適正使用について掲載し、消費者への啓

発を図ります。また、「薬と健康の週間」において、愛知県薬剤

師会等と連携し、啓発資材の配布等による消費者への啓発を図

ります。なお、医薬安全課や保健所の相談窓口において、消費

者からの医薬品に関する相談に対応します。 

医薬安全課 

81 

「介護サービス情

報の公表」制度の普

及・啓発 

介護保険制度は、利用者自らが事業所を選択・決定する仕組

みであることから、毎年度、事業所から報告された情報をウェ

ブサイト「愛知県介護サービス情報公表システム」において提

供します。 

また、未報告の事業所に対し、ＦＡＸ，郵送等により督促を

定期的に行うとともに、県内の保険者へ情報提供し、督促等を

するよう依頼することで、公表率の維持を目指します。 

高齢福祉課 

82 
宅地・建物の取引に

関する知識の普及 

消費者が宅地建物の取引を行う際に注意すべき点を説明し

た冊子「不動産売買の手引」及び「住宅賃貸借（借家）契約の

手引」を配布し、取引の知識について普及・啓発を図ります。 

都市総務課 

 

６ 消費生活における情報の収集と消費者意見の反映 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

83 
消費者・事業者懇談

会の開催 

県民の関心が高い、又は、県に寄せられる相談が多い消費者

問題をテーマとして、消費者、消費者団体、関係事業者団体及

び行政機関からなる懇談会を開催し、消費者の意見や要望等を

把握するとともに、事業活動に反映させるよう働きかけます。 

県民生活課 

84 
消費生活モニター

の活用 

消費生活モニターに対し、消費生活に関する調査及びアンケ

ートを実施し、幅広く意見・要望等を収集し、今後の施策を進

める上での参考とします。 

県民生活課 

 
 

73 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

79 
食の安全に関する

知識の普及 

県民の食の安全に対する不安を解消するため、ウェブサイト

「食の安全・安心情報サービス」及びフェイスブック「愛知県

食の安全・安心情報サービス」の充実とともに、「食の総合相談

窓口」専用ダイヤルにより相談に対応します。 

また、食の安全・安心に関する知識を習得するための講習会

等を実施します。 

生活衛生課 

80 
医薬品の適正使用

に関する周知・啓発 

医薬品の適正使用に関する講習会のほか、医薬安全課のウェ

ブサイトに、一般用医薬品の販売制度、一般用医薬品の販売サ

イト一覧及び医薬品の適正使用について掲載し、消費者への啓

発を図ります。また、「薬と健康の週間」において、愛知県薬剤

師会等と連携し、啓発資材の配布等による消費者への啓発を図

ります。なお、医薬安全課や保健所の相談窓口において、消費

者からの医薬品に関する相談に対応します。 

医薬安全課 

81 

「介護サービス情

報の公表」制度の普

及・啓発 

介護保険制度は、利用者自らが事業所を選択・決定する仕組

みであることから、毎年度、事業所から報告された情報をウェ

ブサイト「愛知県介護サービス情報公表システム」において提

供します。 

また、未報告の事業所に対し、ＦＡＸ、郵送等により督促を

定期的に行うとともに、県内の保険者へ情報提供し、督促等を

するよう依頼することで、公表率の維持を目指します。 

高齢福祉課 

82 
宅地・建物の取引に

関する知識の普及 

消費者が宅地建物の取引を行う際に注意すべき点を説明し

た冊子「不動産売買の手引」及び「住宅賃貸借（借家）契約の

手引」を配布し、取引の知識について普及・啓発を図ります。 

都市総務課 

 

６ 消費生活における情報の収集と消費者意見の反映 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

83 
消費者・事業者懇談

会の開催 

県民の関心が高い、又は、県に寄せられる相談が多い消費者

問題をテーマとして、消費者、消費者団体、関係事業者団体及

び行政機関からなる懇談会を開催し、消費者の意見や要望等を

把握するとともに、事業活動に反映させるよう働きかけます。 

県民生活課 

84 
消費生活モニター

の活用 

消費生活モニターに対し、消費生活に関する調査及びアンケ

ートを実施し、幅広く意見・要望等を収集し、今後の施策を進

める上での参考とします。 

県民生活課 

 
 

取組５　消費者被害防止のための啓発と情報発信

取組６　消費生活における情報の収集と消費者意見の反映

具
体
的
施
策一覧

72 73

具
体
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74 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

85 

消費生活審議会に

よる消費者意見の

反映 

消費者施策に関する重要な事項の調査審議を行う消費生活

審議会を開催し、県民の県政への参画を求め、消費者意見の施

策への反映に努めます。 

県民生活課 

86 
消費者意見の消費

者施策への反映 

消費生活相談窓口に寄せられた相談・苦情等を県民からの貴

重な意見として、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録・蓄積することにより、

消費生活に関する県民の意見を広く消費者施策への反映につ

なげます。 

県民生活課 

87 
事業者団体との意

見交換会の実施 

事業者、事業者団体との情報交換の場を活用し、消費生活相

談窓口に寄せられた県民からの意見、要望、苦情を提供するこ

とで、事業者のより良い取組につなげます。 

県民生活課 

88 

消費者行政関係局

等における施策等

への反映 

消費者からの意向を、関係する行政機関、事業者団体等に提

供し、施策及び事業活動への反映を検討するよう働きかけま

す。 

県民生活課 

 

７ 公正かつ持続可能な社会の実現に向けた支援 

(1) エシカル消費の普及促進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

89 
「エシカルあいち

宣言」の実施 

消費行動を通じて、人や社会、地域や環境における社会的課

題を解決する「エシカル消費」の推進を、愛知県から全国へ発

信するため「エシカルあいち宣言」を実施します。 

県民生活課 

90 

エシカル消費普及

促進イベント等の

開催 

消費者の持続可能な社会の形成に貢献する消費行動を促進

するため、「人や社会、環境に配慮した消費行動」である「エシ

カル消費」の理念について、シンポジウムや交流イベントなど

の開催を通じて、広く県民に普及啓発し、取組の促進を図りま

す。 

県民生活課 

91 
エシカル消費ポー

タルサイトの開設 

「エシカル消費」の理念について、広く県民に普及啓発し、

取組を促進するため、「エシカル消費」に関するポータルサイト

を開設し、「エシカル消費」を推進する関係機関・団体の取組を

紹介するとともに、「エシカル消費」につながる身近な行動事例

等を始め、学習教材、講座・イベント情報など「エシカル消費」

を知り、行動する手がかりとなる様々な情報を掲載し、広く県

民に発信します。 

県民生活課 

 
 

75 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

92 

「あいち消費者市

民講座」等による普

及啓発活動の推進 

「あいち消費者市民講座」、消費生活情報「あいち暮らしっ

く」、ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック）、ウェブサイト「あ

いち暮らしＷＥＢ」などにより、「エシカル消費」の普及啓発を

図ります。 

県民生活課 

93 

大学等と連携した

地域における普及

啓発 

大学等が行う地域貢献・アウトリーチ活動と連携・協働し、

講座等を開催することにより、「エシカル消費」の普及啓発を図

ります。 

県民生活課 

94 

学校等と連携した

保護者への普及啓

発 

保育所や幼稚園、学校等の協力を得て、消費者教育の専門家

による保護者向けの講座を開催することにより、「エシカル消

費」の普及啓発を図ります。 

県民生活課 

95 
グリーン購入の推

進 

グリーン購入（環境に配慮した消費行動）を推進するため、

東海三県一市の広域連携で、行政、団体、事業者等が協働し、

消費者に対する啓発キャンペーンを実施することにより、環境

配慮型商品の普及を促進し、持続可能な社会の構築を図りま

す。 

環境活動推進課 

96 地産地消の推進 

「いいともあいち運動」の展開や、学校給食等における県産

農林水産物の活用、ウェブサイトによる情報発信などにより地

産地消の推進を図ります。 

食育消費流通課 

97 
フェアトレード商

品購入の推進 

（公財）愛知県国際交流協会が行う、開発途上国の貧困や人

権、環境問題などについて考える講座等において、国際協力活

動の一つであるフェアトレードを紹介することで、県民のフェ

アトレード商品の購入促進を図ります。 

社会活動推進課 
多文化共生推進室 

98 

障害者の支援につ

ながる製品購入の

普及 

障害者が製作した製品等を販売する常設の販売スペース設

置や行催事の開催を通じて、広く県民に障害者に対する理解を

深めるとともに、県内の障害者就労施設等の製品等の販売が増

えるよう啓発を図ることで、障害者の社会参加を促進します。 

また、県が行う物品及び役務の調達に関しても、「愛知県障害

者就労施設等からの物品及び役務の調達方針」に基づき、県内

の障害者就労施設等からの受注の機会の拡大を図ります。 

さらに、優先調達の共同受注窓口２か所にコーディネーター

を配置し、工賃向上に向けて新規受注開拓や販路拡大を進めま

す。 

障害福祉課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

85 

消費生活審議会に

よる消費者意見の

反映 

消費者施策に関する重要な事項の調査審議を行う消費生活
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86 
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消費生活相談窓口に寄せられた相談・苦情等を県民からの貴
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県民生活課 
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88 
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県民生活課 

 

７ 公正かつ持続可能な社会の実現に向けた支援 

(1) エシカル消費の普及促進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 
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90 
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開催 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 
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いち暮らしＷＥＢ」などにより、「エシカル消費」の普及啓発を

図ります。 

県民生活課 

93 

大学等と連携した
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保護者への普及啓

発 

保育所や幼稚園、学校等の協力を得て、消費者教育の専門家

による保護者向けの講座を開催することにより、「エシカル消

費」の普及啓発を図ります。 
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(2) 消費生活に関連したその他の取組との連携推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

99 ＳＤＧｓの推進 

2015 年の国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓの 17 の

ゴール（目標）達成にあたっては、県民一人一人がＳＤＧｓ

に対する認識を深め、行動につなげていく必要があるため、

ＳＤＧｓに関する普及啓発事業を行います。 

企画課 

100 
ユネスコスクール

の取組の推進 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進拠点となるユ

ネスコスクールが地域と協働して行うＥＳＤ活動を支援しま

す。 

また、ＥＳＤ活動を県内に広げ、各校の活動をより充実した

ものとするため交流会を実施するなど、ユネスコスクールのネ

ットワークづくりを進め、持続可能な社会づくりを担う人材の

育成を図ります。 

生涯学習課 

101 
環境学習・環境教

育の推進 

県内の小学校に環境学習副読本を配付するほか、「あいち環

境学習プラザ」では環境学習コーディネート業務や実験を交え

た体験型の環境学習講座を、「もりの学舎」ではインタープリタ

ーによる自然体感プログラムやもりの学舎キッズクラブなど

を実施し、持続可能な社会を支える人材の育成を図ります。 

環境活動推進課 

102 

エコアクション

（環境配慮行動）

の推進 

地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」の輪

を県内に広げていくため、ＮＰＯや民間企業などの環境活動の

成果発表やステージイベントを開催するほか、ＡＥＬ（あえる）

ネット（※）施設を拡充するとともに、各施設が連携して環境学

習スタンプラリー講座を実施するなど、様々な環境学習の機会

を提供します。 

また、ウェブサイトにより、日常生活において気軽に身近な

環境配慮行動（エコアクション）が実践できるようサポートし

ます。 

 

※ＡＥＬネット 

 愛知県環境学習施設等連絡協議会(Aichi Environmental 

Learning Network)の愛称。県内の環境学習施設等が協力し

て、地域における環境学習の推進を図るために、2008 年３月

に設置。 

環境活動推進課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

103 
生活排水対策の推

進 

生活排水対策に関する意識・関心を高め、実践活動につなげ

るため、毎年 10 月の「クリーン排水推進月間」の期間や各種イ

ベントを効果的に活用し、啓発パネル、リーフレットやウェブ

ページ等による啓発に努めます。 

また、次代の担い手となる小中学生への働きかけとして、身

近な水環境について調査し、生活排水対策について考える機会

となる「水質パトロール隊」事業を実施します。 

水大気環境課 
生 活 環 境 
地盤対策室 

104 
地球温暖化防止活

動の推進 

「あいちＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」県民運動（県民一人ひとり

に、実際にＣＯ₂削減行動・省エネ行動に取り組んでいただく

ため、日常生活のあらゆる場面で地球温暖化対策に資する「賢

い選択」を呼びかける県民運動）を推進します。また、 次世代

自動車の普及のため、燃料電池自動車、電気自動車、プラグイ

ンハイブリッド自動車に対して自動車税種別割を免除すると

ともに、中小企業等が燃料電池自動車等を導入する場合、経費

の一部を補助します。 

地球温暖化対策課 

105 
食品ロス削減対策

の推進 

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロス削

減を推進するため、消費生活情報「あいち暮らしっく」やウェ

ブサイト「食育ネットあいち」等により家庭での食品ロス削減

の取組を情報発信するほか、子ども向けの環境学習プログラム

などを活用した啓発や、宴会時の食べ残しを減らす 3010(さん

まるいちまる)運動の取組の促進を図ります。 

県民生活課 
資源循環推進課 
食育消費流通課 

106 
海洋プラスチック

ごみ対策の推進 

海洋プラスチックごみ対策等に関する普及啓発事業を通じ、

ワンウェイプラスチックの使用削減、環境負荷の少ないプラス

チック代替製品や生分解性プラスチック製品の率先利用等に

ついて、消費者に促します。 

資源循環推進課 

107 

不法投棄対策・ご

み減量化対策の推

進 

「空き缶等ごみの散乱の防止に関する条例」に定められてい

る「ごみ散乱防止強調週間」（５月 30日～６月５日）において、

また 10月の「３Ｒ推進月間」中において、清掃活動や関係団体

と連携した啓発活動を行うなど、地域環境の美化を推進しま

す。 

また、消費者団体、事業者団体、女性団体、県内市町村等で

構成される「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」に参加し、県

民、事業者、行政が一体となり、ごみゼロ社会の形成に向けた

啓発等に取り組みます。 

資源循環推進課 
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(2) 消費生活に関連したその他の取組との連携推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

99 ＳＤＧｓの推進 

2015 年の国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓの 17 の

ゴール（目標）達成にあたっては、県民一人一人がＳＤＧｓ

に対する認識を深め、行動につなげていく必要があるため、

ＳＤＧｓに関する普及啓発事業を行います。 

企画課 
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ユネスコスクール

の取組の推進 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進拠点となるユ

ネスコスクールが地域と協働して行うＥＳＤ活動を支援しま
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ものとするため交流会を実施するなど、ユネスコスクールのネ

ットワークづくりを進め、持続可能な社会づくりを担う人材の

育成を図ります。 

生涯学習課 

101 
環境学習・環境教

育の推進 

県内の小学校に環境学習副読本を配付するほか、「あいち環
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た体験型の環境学習講座を、「もりの学舎」ではインタープリタ
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を実施し、持続可能な社会を支える人材の育成を図ります。 
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エコアクション

（環境配慮行動）

の推進 

地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」の輪

を県内に広げていくため、ＮＰＯや民間企業などの環境活動の

成果発表やステージイベントを開催するほか、ＡＥＬ（あえる）

ネット（※）施設を拡充するとともに、各施設が連携して環境学

習スタンプラリー講座を実施するなど、様々な環境学習の機会

を提供します。 

また、ウェブサイトにより、日常生活において気軽に身近な

環境配慮行動（エコアクション）が実践できるようサポートし

ます。 

 

※ ＡＥＬネット 

  愛知県環境学習施設等連絡協議会(Aichi Environmental 
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 愛知県環境学習施設等連絡協議会(Aichi Environmental 

Learning Network)の愛称。県内の環境学習施設等が協力し

て、地域における環境学習の推進を図るために、2008 年３月

に設置。 

環境活動推進課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

103 
生活排水対策の推

進 

生活排水対策に関する意識・関心を高め、実践活動につなげ

るため、毎年 10 月の「クリーン排水推進月間」の期間や各種イ

ベントを効果的に活用し、啓発パネル、リーフレットやウェブ

ページ等による啓発に努めます。 

また、次代の担い手となる小中学生への働きかけとして、身

近な水環境について調査し、生活排水対策について考える機会

となる「水質パトロール隊」事業を実施します。 

水大気環境課 
生 活 環 境 
地盤対策室 

104 
地球温暖化防止活

動の推進 

「あいちＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」県民運動（県民一人ひとり

に、実際にＣＯ₂削減行動・省エネ行動に取り組んでいただく

ため、日常生活のあらゆる場面で地球温暖化対策に資する「賢

い選択」を呼びかける県民運動）を推進します。また、 次世代

自動車の普及のため、燃料電池自動車、電気自動車、プラグイ

ンハイブリッド自動車に対して自動車税種別割を免除すると

ともに、中小企業等が燃料電池自動車等を導入する場合、経費

の一部を補助します。 

地球温暖化対策課 

105 
食品ロス削減対策

の推進 

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロス削

減を推進するため、消費生活情報「あいち暮らしっく」やウェ

ブサイト「食育ネットあいち」等により家庭での食品ロス削減

の取組を情報発信するほか、子ども向けの環境学習プログラム

などを活用した啓発や、宴会時の食べ残しを減らす 3010(さん

まるいちまる)運動の取組の促進を図ります。 

県民生活課 
資源循環推進課 
食育消費流通課 

106 
海洋プラスチック

ごみ対策の推進 

海洋プラスチックごみ対策等に関する普及啓発事業を通じ、

ワンウェイプラスチックの使用削減、環境負荷の少ないプラス

チック代替製品や生分解性プラスチック製品の率先利用等に

ついて、消費者に促します。 

資源循環推進課 

107 

不法投棄対策・ご

み減量化対策の推

進 

「空き缶等ごみの散乱の防止に関する条例」に定められてい

る「ごみ散乱防止強調週間」（５月 30日～６月５日）において、

また 10月の「３Ｒ推進月間」中において、清掃活動や関係団体

と連携した啓発活動を行うなど、地域環境の美化を推進しま

す。 

また、消費者団体、事業者団体、女性団体、県内市町村等で

構成される「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」に参加し、県

民、事業者、行政が一体となり、ごみゼロ社会の形成に向けた

啓発等に取り組みます。 

資源循環推進課 

 
 
 
 

76 

 

(2) 消費生活に関連したその他の取組との連携推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

99 ＳＤＧｓの推進 

2015 年の国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓの 17 の

ゴール（目標）達成にあたっては、県民一人一人がＳＤＧｓ

に対する認識を深め、行動につなげていく必要があるため、

ＳＤＧｓに関する普及啓発事業を行います。 

企画課 

100 
ユネスコスクール

の取組の推進 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進拠点となるユ

ネスコスクールが地域と協働して行うＥＳＤ活動を支援しま

す。 

また、ＥＳＤ活動を県内に広げ、各校の活動をより充実した

ものとするため交流会を実施するなど、ユネスコスクールのネ

ットワークづくりを進め、持続可能な社会づくりを担う人材の

育成を図ります。 

生涯学習課 

101 
環境学習・環境教

育の推進 

県内の小学校に環境学習副読本を配付するほか、「あいち環

境学習プラザ」では環境学習コーディネート業務や実験を交え

た体験型の環境学習講座を、「もりの学舎」ではインタープリタ

ーによる自然体感プログラムやもりの学舎キッズクラブなど

を実施し、持続可能な社会を支える人材の育成を図ります。 

環境活動推進課 

102 

エコアクション

（環境配慮行動）

の推進 

地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」の輪

を県内に広げていくため、ＮＰＯや民間企業などの環境活動の

成果発表やステージイベントを開催するほか、ＡＥＬ（あえる）

ネット（※）施設を拡充するとともに、各施設が連携して環境学

習スタンプラリー講座を実施するなど、様々な環境学習の機会

を提供します。 

また、ウェブサイトにより、日常生活において気軽に身近な

環境配慮行動（エコアクション）が実践できるようサポートし

ます。 

 

※ ＡＥＬネット 

  愛知県環境学習施設等連絡協議会(Aichi Environmental 

Learning Network)の愛称。県内の環境学習施設等が協力

して、地域における環境学習の推進を図るために、2008年

３月に設置。 

環境活動推進課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

108 
食生活改善推進員

指導者の育成 

乳幼児から高齢者までを対象として、食生活改善のボランテ

ィア活動を行っている食生活改善推進員の資質向上と、地域に

おける食育を始めとした食生活改善活動を推進するため、地域

で活動する食生活改善推進員のリーダー的立場にある人に対

して、栄養や健康づくりに関する講義や調理実習等の研修会を

開催します。 

健康対策課 

109 
地域における食育

の推進 

食育の実践を推進するため、県内の食育の取組やイベント情

報などについて、ウェブサイト「食育ネットあいち」等を活用

して情報を提供します。 

また、食生活の改善、農林水産業の体験や食文化の継承など

についての知識や経験を持ち、県内各地域で食育推進活動を自

主的に行う食育推進ボランティアを始め、関係団体、学校、市

町村などと連携して食育を推進します。 

食育消費流通課 

110 
学校における食育

の推進 

現代の子供の食に関わる課題に対応し、学校における食育を

推進するため、各学校の管理職等を対象とした「学校食育推進

者養成講座」、新たに給食主任になった教職員を対象とした「新

任小中学校給食主任研修会」、新任の栄養教諭を対象とした「新

規採用栄養教諭研修会」を始めとした様々な教職員研修の中

で、学校における食育に関する内容を取り扱います。 

また、「早寝・早起き・朝ごはん」キャンペーンの実施するほ

か、「愛知を食べる学校給食の日」の設定（年３回）、「わが家の

愛であ朝ごはんコンテスト」を開催します。 

保健体育課 

111 
国際理解教育の推

進 

国際交流や国際理解の関心を高めるため、（公財）愛知県国際

交流協会において、国際理解教育の推進やフェアトレードの普

及啓発など、県民が途上国の貧困や環境、平和など地球の課題

や解決方法を知り、考え、国際協力活動へのきっかけづくりと

なる取組を進めます。 

社会活動推進課 
多文化共生推進室 

112 

「愛知県金融広報

委員会」と連携し

た金融経済教育の

推進（再掲） 

地域や学校における金融経済教育を推進するため、「愛知県

金融広報委員会」と連携し、「金融広報アドバイザー」を研修や

講座の講師として派遣します。 

県民生活課 

113 
情報モラル教育の

推進 

地域の学校とＰＴＡが協力して携帯電話、スマートフォン、

インターネットの適正な利用の呼びかけや、児童・生徒・保護

者への啓発を行うなど、学校・家庭・地域が一体となった情報

モラル教育を推進します。 

社会活動推進課 
高等学校教育課 

 
 

79 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

114 
エコ モビリティ 

ライフの推進 

クルマ（自家用車）への過度な依存に起因する地球温暖化や

交通事故などの諸問題の解決を図り、持続可能な社会の実現に

資するため、クルマと公共交通、自転車、徒歩などをかしこく

使い分けるライフスタイルである「エコ モビリティ ライフ」

を県民運動として推進し、普及啓発やエコ通勤・エコ通学への

転換促進、パーク＆ライドの普及拡大、公共交通の利用に対す

る動機付けなどを行います。 

交通対策課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

108 
食生活改善推進員

指導者の育成 

乳幼児から高齢者までを対象として、食生活改善のボランテ

ィア活動を行っている食生活改善推進員の資質向上と、地域に

おける食育を始めとした食生活改善活動を推進するため、地域

で活動する食生活改善推進員のリーダー的立場にある人に対

して、栄養や健康づくりに関する講義や調理実習等の研修会を

開催します。 

健康対策課 

109 
地域における食育

の推進 

食育の実践を推進するため、県内の食育の取組やイベント情

報などについて、ウェブサイト「食育ネットあいち」等を活用

して情報を提供します。 

また、食生活の改善、農林水産業の体験や食文化の継承など

についての知識や経験を持ち、県内各地域で食育推進活動を自

主的に行う食育推進ボランティアを始め、関係団体、学校、市

町村などと連携して食育を推進します。 

食育消費流通課 

110 
学校における食育

の推進 

現代の子供の食に関わる課題に対応し、学校における食育を

推進するため、各学校の管理職等を対象とした「学校食育推進

者養成講座」、新たに給食主任になった教職員を対象とした「新

任小中学校給食主任研修会」、新任の栄養教諭を対象とした「新

規採用栄養教諭研修会」を始めとした様々な教職員研修の中

で、学校における食育に関する内容を取り扱います。 

また、「早寝・早起き・朝ごはん」キャンペーンの実施するほ

か、「愛知を食べる学校給食の日」の設定（年３回）、「わが家の

愛であ朝ごはんコンテスト」を開催します。 

保健体育課 

111 
国際理解教育の推

進 

国際交流や国際理解の関心を高めるため、（公財）愛知県国際

交流協会において、国際理解教育の推進やフェアトレードの普

及啓発など、県民が途上国の貧困や環境、平和など地球の課題

や解決方法を知り、考え、国際協力活動へのきっかけづくりと

なる取組を進めます。 

社会活動推進課 
多文化共生推進室 

112 

「愛知県金融広報

委員会」と連携し

た金融経済教育の

推進（再掲） 

地域や学校における金融経済教育を推進するため、「愛知県

金融広報委員会」と連携し、「金融広報アドバイザー」を研修や

講座の講師として派遣します。 

県民生活課 

113 
情報モラル教育の

推進 

地域の学校とＰＴＡが協力して携帯電話、スマートフォン、

インターネットの適正な利用の呼びかけや、児童・生徒・保護

者への啓発を行うなど、学校・家庭・地域が一体となった情報

モラル教育を推進します。 

社会活動推進課 
高等学校教育課 

 
 

79 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

114 
エコ モビリティ 

ライフの推進 

クルマ（自家用車）への過度な依存に起因する地球温暖化や

交通事故などの諸問題の解決を図り、持続可能な社会の実現に

資するため、クルマと公共交通、自転車、徒歩などをかしこく

使い分けるライフスタイルである「エコ モビリティ ライフ」

を県民運動として推進し、普及啓発やエコ通勤・エコ通学への

転換促進、パーク＆ライドの普及拡大、公共交通の利用に対す

る動機付けなどを行います。 

交通対策課 
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目標３ 消費生活の安全・安心の確保 

１ 食の安全・安心の確保 

(1) 食に関する総合的な安全対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

115 

生産から消費まで

の一貫した安全対

策の推進 

「あいち食の安全・安心推進アクションプラン」に基づき、

生産者、加工者、流通・販売者、消費者と協働して、食品の生

産から消費までの一貫した安全対策を推進します。 

生活衛生課 

116 

ＨＡＣＣＰ導入に

よる食品の安全確

保 

食品等事業者を対象に、パンフレット等によるＨＡＣＣＰ

（ハサップ）制度化の周知・指導を行うほか、説明会や個別相

談会を開催することにより、ＨＡＣＣＰの導入を支援・推進し

ます。 

生活衛生課 

117 
ＧＡＰ手法の導入

促進 

食の安全・安心を確保するため、農業の生産工程ごとの管理

を適切に行うＧＡＰ（ギャップ）手法の一層の普及と生産工程

の改善活動を促進します。 

農業経営課 

 

(2) 監視・指導、検査体制の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

118 

愛知県食品衛生監

視指導計画に基づ

く効率的な監視指

導の実施 

食品衛生監視員が食品関係施設の監視・指導を行うととも

に、県内の食品製造施設及び販売・流通施設から食品等を収去

し、添加物、微生物、環境汚染物質、残留農薬その他の必要な

検査を実施することにより、県内に流通する食品の安全性を確

保します。 

生活衛生課 

119 

と畜検査及び牛海

綿状脳症（ＢＳＥ）

の検査 

食肉の安全確保のため、と畜場におけると畜検査及び衛生保

持のための監視・指導を行い、24か月齢以上の牛のうち、生体

検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈する

ものについては牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査を実施し、安全な

食肉を供給します。 

生活衛生課 

120 

家畜の飼養衛生管

理指導及び家畜疾

病の監視 

畜産物の安全の確保を図るため、生産者に対して家畜の飼養

衛生管理指導を行うとともに、生産者段階における死亡牛のＢ

ＳＥ検査、高病原性鳥インフルエンザ検査及びＣＳＦ（豚熱）

検査等、家畜疾病の継続的な監視を行います。 

畜産課 
家畜防疫対策室 

121 

飼料及び飼料添加

物等適正使用の指

導 

畜産物の安全の確保を図るため、飼料製造業者等に対する立

入検査等を行うとともに、生産者に対して飼料の適正使用等に

ついて指導を行い、飼料の製造段階や使用段階での適正利用に

ついて監視指導します。 

畜産課 

 

81 

 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

122 
養殖衛生管理体制

の整備 

本県の主要なウナギ、アユ、マス類等の内水面養殖業及び栽

培漁業の中核であるクルマエビ、アユの放流用種苗において、

養殖生産物等の安全性の確保及び伝染性疾病のまん延防止を

図るため、養殖業者等に対し、医薬品の適正使用指導及び疾病

対策等の養殖衛生管理技術の普及・啓発を行います。 

水産課 

123 貝毒の監視対策 

安全な貝類を出荷するため、貝毒プランクトン発生時期等を

考慮し、公定法による貝毒検査を実施します。貝毒発生時には、

漁業者や業界団体に対して、出荷自主規制等を指導します。 

水産課 

 

(3) 食品表示の適正化等 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

124 
消費生活モニター

による情報収集 

消費生活モニターから随時、不適正な食品表示などの情報を

受け付け、必要な情報は関係局へ提供するなど、表示の適正化

を推進します。 

県民生活課 

125 

表示に係る関係機

関との協力体制の

強化 

景品表示法、食品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法

などの表示関係法規を所管する国の機関や所管局と連携を図

り、情報交換や合同調査を実施して、不適正な表示を行う事業

者に対する指導・処分を行います。 

県民生活課 
健康対策課 
生活衛生課 
食育消費流通課 
医薬安全課 

126 表示指導の実施 

食品表示の適正化を図るため、食品表示法等に基づき、食品

関連事業者等に対する表示の遵守状況の調査を実施し、必要に

応じて指導を行います。 

健康対策課 
生活衛生課 
食育消費流通課 

127 
表示制度の普及・

啓発  

県内の食品関連事業者や消費者向けに普及啓発研修会を実

施し、食品表示法等関連法規の表示制度の周知・徹底を図って

いきます。 

健康対策課 
生活衛生課 
食育消費流通課 

 

２ 商品・サービスの安全確保 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

128 

液化石油ガス販売

事業者等に対する

指導・検査 

消費者が安心して消費生活を営むため、販売事業者等に対

し、安全確保のために取り組むべき課題等について、「液化石油

ガス保安対策指針」として定め、販売事業者等に対し、講習会

等の機会をとらえ周知します。 

また、販売事業者等に対して立入検査を実施し、課題対応の

実施状況や法令違反の有無を確認し、違反内容の重大性等を考

慮し厳正に対処します。 

消防保安課 
産業保安室 

目標３ 消費生活の安全・安心の確保
取組１　食の安全・安心の確保
（1）  食に関する総合的な安全対策の推進

（2）  監視・指導、検査体制の充実

（3）  食品表示の適正化等

取組２　商品・サービスの安全確保
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80 

 

目標３ 消費生活の安全・安心の確保 

１ 食の安全・安心の確保 

(1) 食に関する総合的な安全対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

115 

生産から消費まで

の一貫した安全対

策の推進 

「あいち食の安全・安心推進アクションプラン」に基づき、

生産者、加工者、流通・販売者、消費者と協働して、食品の生

産から消費までの一貫した安全対策を推進します。 

生活衛生課 

116 

ＨＡＣＣＰ導入に

よる食品の安全確

保 

食品等事業者を対象に、パンフレット等によるＨＡＣＣＰ

（ハサップ）制度化の周知・指導を行うほか、説明会や個別相

談会を開催することにより、ＨＡＣＣＰの導入を支援・推進し

ます。 

生活衛生課 

117 
ＧＡＰ手法の導入

促進 

食の安全・安心を確保するため、農業の生産工程ごとの管理

を適切に行うＧＡＰ（ギャップ）手法の一層の普及と生産工程

の改善活動を促進します。 

農業経営課 

 

(2) 監視・指導、検査体制の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

118 

愛知県食品衛生監

視指導計画に基づ

く効率的な監視指

導の実施 

食品衛生監視員が食品関係施設の監視・指導を行うととも

に、県内の食品製造施設及び販売・流通施設から食品等を収去

し、添加物、微生物、環境汚染物質、残留農薬その他の必要な

検査を実施することにより、県内に流通する食品の安全性を確

保します。 

生活衛生課 

119 

と畜検査及び牛海

綿状脳症（ＢＳＥ）

の検査 

食肉の安全確保のため、と畜場におけると畜検査及び衛生保

持のための監視・指導を行い、24か月齢以上の牛のうち、生体

検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈する

ものについては牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査を実施し、安全な

食肉を供給します。 

生活衛生課 

120 

家畜の飼養衛生管

理指導及び家畜疾

病の監視 

畜産物の安全の確保を図るため、生産者に対して家畜の飼養

衛生管理指導を行うとともに、生産者段階における死亡牛のＢ

ＳＥ検査、高病原性鳥インフルエンザ検査及びＣＳＦ（豚熱）

検査等、家畜疾病の継続的な監視を行います。 

畜産課 
家畜防疫対策室 

121 

飼料及び飼料添加

物等適正使用の指

導 

畜産物の安全の確保を図るため、飼料製造業者等に対する立

入検査等を行うとともに、生産者に対して飼料の適正使用等に

ついて指導を行い、飼料の製造段階や使用段階での適正利用に

ついて監視指導します。 

畜産課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

122 
養殖衛生管理体制

の整備 

本県の主要なウナギ、アユ、マス類等の内水面養殖業及び栽

培漁業の中核であるクルマエビ、アユの放流用種苗において、

養殖生産物等の安全性の確保及び伝染性疾病のまん延防止を

図るため、養殖業者等に対し、医薬品の適正使用指導及び疾病

対策等の養殖衛生管理技術の普及・啓発を行います。 

水産課 

123 貝毒の監視対策 

安全な貝類を出荷するため、貝毒プランクトン発生時期等を

考慮し、公定法による貝毒検査を実施します。貝毒発生時には、

漁業者や業界団体に対して、出荷自主規制等を指導します。 

水産課 

 

(3) 食品表示の適正化等 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

124 
消費生活モニター

による情報収集 

消費生活モニターから随時、不適正な食品表示などの情報を

受け付け、必要な情報は関係局へ提供するなど、表示の適正化

を推進します。 

県民生活課 

125 

表示に係る関係機

関との協力体制の

強化 

景品表示法、食品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法

などの表示関係法規を所管する国の機関や所管局と連携を図

り、情報交換や合同調査を実施して、不適正な表示を行う事業

者に対する指導・処分を行います。 

県民生活課 
健康対策課 
生活衛生課 
食育消費流通課 
医薬安全課 

126 表示指導の実施 

食品表示の適正化を図るため、食品表示法等に基づき、食品

関連事業者等に対する表示の遵守状況の調査を実施し、必要に

応じて指導を行います。 

健康対策課 
生活衛生課 
食育消費流通課 

127 
表示制度の普及・

啓発  

県内の食品関連事業者や消費者向けに普及啓発研修会を実

施し、食品表示法等関連法規の表示制度の周知・徹底を図って

いきます。 

健康対策課 
生活衛生課 
食育消費流通課 

 

２ 商品・サービスの安全確保 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

128 

液化石油ガス販売

事業者等に対する

指導・検査 

消費者が安心して消費生活を営むため、販売事業者等に対

し、安全確保のために取り組むべき課題等について、「液化石油

ガス保安対策指針」として定め、販売事業者等に対し、講習会

等の機会をとらえ周知します。 

また、販売事業者等に対して立入検査を実施し、課題対応の

実施状況や法令違反の有無を確認し、違反内容の重大性等を考

慮し厳正に対処します。 

消防保安課 
産業保安室 

目標３ 消費生活の安全・安心の確保
取組１　食の安全・安心の確保
（1）  食に関する総合的な安全対策の推進

（2）  監視・指導、検査体制の充実

（3）  食品表示の適正化等

取組２　商品・サービスの安全確保
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

129 

電気用品販売店に

対する立入検査・

指導 

電気用品による危険及び障害の発生を防止するため、電気用

品販売店に対する立入検査を実施し、違反があった場合は当該

製品の販売・陳列を直ちに停止させ、改善指導を行います。 

消防保安課 
産業保安室 

130 

家庭用品の品質に

関する衛生監視・

指導 

ホルムアルデヒドを始めとする有害物質を含有する家庭用

品による健康被害を防止するため、小売店等へ監視指導及び試

買検査を行います。 

生活衛生課 

131 

環境衛生施設（理

容、美容、クリー

ニング等）に対す

る監視・指導 

理容所等の不適切な管理を原因とする健康被害の発生を未

然に防止するため、環境衛生監視員が施設の衛生水準について

監視・指導を行います。 

生活衛生課 

132 

医薬品販売業者等

に対する監視・指

導 

有効かつ安全な医薬品等を一定の品質を確保しつつ供給す

るために、医薬品の製造業、販売業者等に対する監視・指導及

び医薬品の収去検査等を行います。 

医薬安全課 

133 

毒物劇物営業者等

に対する監視・指

導 

毒物劇物が不適切に流通し、悪用されることを未然に防ぐた

め、毒物劇物営業者等に対する監視・指導を行います。 

届出等を要しない毒物劇物業務上取扱者に対しては、毎年度

対象事業者を選定し、防災対策調査を実施することで、毒物劇

物の適正な管理等について指導等を行います。 

医薬安全課 

134 
貸金業登録業者に

対する指導 

貸金業利用者の利益保護を図るため、愛知県知事の登録を受

けて営業している全ての貸金業登録業者に対して、貸金業法に

定められたルールを遵守しているか毎年度立入検査を実施し、

適切な指導・監督を行います。 

中小企業金融課 

135 

前払式特定取引事

業者に対する指

導・検査 

消費者の利益保護を図るため、適正な業務運営について前払

式特定取引業者（冠婚葬祭互助会及び友の会）に対して立入検

査を実施するとともに、必要に応じて指導を行います。 

商業流通課 

136 
消費生活用製品の

安全確保 

消費者に危害を及ぼす恐れのある消費生活用製品の流通を

防ぎ、消費者被害を防止するため、特定製品・特別特定製品の

販売事業者及び特定保守製品取引事業者に対して、立入検査を

行い、必要に応じて指導等を行います。 

商業流通課 

137 
旅行業者等に対す

る指導 

旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るためには、

業務の適正な運営を確保することが必要であるため、旅行業等

を営む者に対して立入検査を実施します。 

観光振興課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

138 
宅地建物取引業者

に対する指導 

宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、宅地建物取引

業者の事務所等への立入検査を実施します。 
都市総務課 

139 
建築士事務所への

立入指導 

建築設計及び工事監理の適正化を図るため、建築士事務所に

対して、立入指導を行います。 
建築指導課 

140 

建築開発等指導員

の協力による違反

建築の防止 

建築開発等指導員設置要綱に基づき、都市計画区域のうち 

45 市町村について、市町村による候補者の推薦をもとに建築開

発等指導員を委嘱し、その協力のもと、違反建築、違反宅地開

発を防止するための活動を行います。 

建築指導課 

 

３ 消費者事故等の未然防止対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

141 
消費者事故情報の

収集・情報提供 

消費者事故等連絡会議（庁内）、消費者行政連絡協議会（市町

村）を活用し、消費者事故等の情報収集に努め、消費者庁に速

やかに通知するとともに、これらの情報について、関係行政機

関での共有を図ります。 

県民生活課 

142 
消費者への速やか

な情報提供 

国等から提供される消費者事故や、リコール製品に関する情

報に加え、子どもや高齢者の暮らしの中での事故情報などを広

く収集し、ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」やＳＮＳ等を

通じて、速やかに県民への周知を行います。 

県民生活課 

143 
苦情処理テスト結

果の情報発信 

クリーニングトラブル等、県の商品テスト室において実施し

た主な苦情処理テスト結果について、ウェブサイト「あいち暮

らしＷＥＢ」やＳＮＳ等を活用して情報発信します。 

県民生活課 

144 

消費者向け事故防

止チラシの作成・

配布 

消費者が冬場に暖房器具等を使用する際の注意事項を盛り

込んだチラシを作成し、液化石油ガス販売事業者等を通じて消

費者に配布し、暖房器具等の不適切な使用によって発生する一

酸化炭素中毒の危険性を周知します。 

消防保安課 
産業保安室 

145 

消費者安全法によ

る立入調査等の実

施 

消費者安全法で定められた生命・身体事案及び財産事案につ

いて、機動的に報告徴収・立入調査権限を活用します。 
県民生活課 

 

 

 

 

 

取組３　消費者事故等の未然防止対策の推進
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

129 

電気用品販売店に

対する立入検査・

指導 

電気用品による危険及び障害の発生を防止するため、電気用

品販売店に対する立入検査を実施し、違反があった場合は当該

製品の販売・陳列を直ちに停止させ、改善指導を行います。 

消防保安課 
産業保安室 

130 

家庭用品の品質に

関する衛生監視・

指導 

ホルムアルデヒドを始めとする有害物質を含有する家庭用

品による健康被害を防止するため、小売店等へ監視指導及び試

買検査を行います。 

生活衛生課 

131 

環境衛生施設（理

容、美容、クリー

ニング等）に対す

る監視・指導 

理容所等の不適切な管理を原因とする健康被害の発生を未

然に防止するため、環境衛生監視員が施設の衛生水準について

監視・指導を行います。 

生活衛生課 

132 

医薬品販売業者等

に対する監視・指

導 

有効かつ安全な医薬品等を一定の品質を確保しつつ供給す

るために、医薬品の製造業、販売業者等に対する監視・指導及

び医薬品の収去検査等を行います。 

医薬安全課 

133 

毒物劇物営業者等

に対する監視・指

導 

毒物劇物が不適切に流通し、悪用されることを未然に防ぐた

め、毒物劇物営業者等に対する監視・指導を行います。 

届出等を要しない毒物劇物業務上取扱者に対しては、毎年度

対象事業者を選定し、防災対策調査を実施することで、毒物劇

物の適正な管理等について指導等を行います。 

医薬安全課 

134 
貸金業登録業者に

対する指導 

貸金業利用者の利益保護を図るため、愛知県知事の登録を受

けて営業している全ての貸金業登録業者に対して、貸金業法に

定められたルールを遵守しているか毎年度立入検査を実施し、

適切な指導・監督を行います。 

中小企業金融課 

135 

前払式特定取引事

業者に対する指

導・検査 

消費者の利益保護を図るため、適正な業務運営について前払

式特定取引業者（冠婚葬祭互助会及び友の会）に対して立入検

査を実施するとともに、必要に応じて指導を行います。 

商業流通課 

136 
消費生活用製品の

安全確保 

消費者に危害を及ぼす恐れのある消費生活用製品の流通を

防ぎ、消費者被害を防止するため、特定製品・特別特定製品の

販売事業者及び特定保守製品取引事業者に対して、立入検査を

行い、必要に応じて指導等を行います。 

商業流通課 

137 
旅行業者等に対す

る指導 

旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るためには、

業務の適正な運営を確保することが必要であるため、旅行業等

を営む者に対して立入検査を実施します。 

観光振興課 
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番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

138 
宅地建物取引業者

に対する指導 

宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、宅地建物取引

業者の事務所等への立入検査を実施します。 
都市総務課 

139 
建築士事務所への

立入指導 

建築設計及び工事監理の適正化を図るため、建築士事務所に

対して、立入指導を行います。 
建築指導課 

140 

建築開発等指導員

の協力による違反

建築の防止 

建築開発等指導員設置要綱に基づき、都市計画区域のうち 

45 市町村について、市町村による候補者の推薦をもとに建築開

発等指導員を委嘱し、その協力のもと、違反建築、違反宅地開

発を防止するための活動を行います。 

建築指導課 

 

３ 消費者事故等の未然防止対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

141 
消費者事故情報の

収集・情報提供 

消費者事故等連絡会議（庁内）、消費者行政連絡協議会（市町

村）を活用し、消費者事故等の情報収集に努め、消費者庁に速

やかに通知するとともに、これらの情報について、関係行政機

関での共有を図ります。 

県民生活課 

142 
消費者への速やか

な情報提供 

国等から提供される消費者事故や、リコール製品に関する情

報に加え、子どもや高齢者の暮らしの中での事故情報などを広

く収集し、ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」やＳＮＳ等を

通じて、速やかに県民への周知を行います。 

県民生活課 

143 
苦情処理テスト結

果の情報発信 

クリーニングトラブル等、県の商品テスト室において実施し

た主な苦情処理テスト結果について、ウェブサイト「あいち暮

らしＷＥＢ」やＳＮＳ等を活用して情報発信します。 

県民生活課 

144 

消費者向け事故防

止チラシの作成・

配布 

消費者が冬場に暖房器具等を使用する際の注意事項を盛り

込んだチラシを作成し、液化石油ガス販売事業者等を通じて消

費者に配布し、暖房器具等の不適切な使用によって発生する一

酸化炭素中毒の危険性を周知します。 

消防保安課 
産業保安室 

145 

消費者安全法によ

る立入調査等の実

施 

消費者安全法で定められた生命・身体事案及び財産事案につ

いて、機動的に報告徴収・立入調査権限を活用します。 
県民生活課 
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４ 規格・計量・表示の適正化 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

146 
消費生活モニター

による情報収集 

消費生活モニターから随時、不適正な表示などの情報を収集

し、必要な情報は関係局へ提供するなど、規格、計量、表示の

適正化を推進します。 

県民生活課 

147 
計量法による指

導・検査 

不正確な計量を防止し、計量の一層の適正化を図るため、計

量法に基づく各種事業登録の受理、定期検査及び商品量目等の

立入検査を実施するとともに、計量に関する指導を行います。 

商業流通課 

148 

家庭用品の品質に

関する適正表示の

確保 

家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、販売事業

者に対し家庭用品品質表示法に基づく立入検査を行い、必要に

応じて指導等を行います。 

商業流通課 

 

５ 生活関連物資の安定供給 

番号 具体的施策 施策の内容 担当課室 

149 

消費生活モニター

による価格・需給

動向の観察・情報

提供 

消費生活モニターに生活必需品等の価格や品揃えなどにつ

いて観察を依頼し、大幅な価格変動や極端な品不足がみられた

場合は情報提供を受けます。 

県民生活課 

150 
価格動向及び需給

状況の調査 

物価が異常に高騰した場合などには、生活必需品等について

の価格動向や需給状況調査を実施し、関係局と連携して所要の

対策を講じるとともに、消費者へ情報提供を行います。 

県民生活課 
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